
県南東部 岡山労災病院 岡山市

岡山市民病院 岡山市

川崎医科大学総合医療センター 岡山市

県南西部 倉敷成人病センター 倉敷市

合計 ４病院

申請病院一覧

圏域（医療機関数） 医療機関名 所在地

資料１
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乳

肺
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ア

我が国に多いがん（５大がん）のうち診療するがんについて、手術、放射線療法及び化学療法を効果的
に組み合わせた集学的治療及び緩和ケアを提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドライン
に準ずる標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること

A ○ ○ ○ ○

イ
５大がんのうち診療するがんについて、院内クリティカルパス（検査及び治療等を含めた詳細な診療計画
表をいう。）を整備すること

A ○ ○ ○ ○

ウ
がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャンサーボードを設置し、定期的に開
催すること

A ○ ○ ○ ○

４回 ２４回 １９回 ３１回

△：一部要件を満たしている

開催実績（令和元年6月1日～7月31日）※別紙１０

川
崎
医
科
大
学
総

合
医
療
セ
ン
タ
ー

５大がんのうち診療するがん

※　Ａ：必須
　 　Ｂ：原則必須
　　 Ｃ：対応することが望ましい
 　　D：選択

１　診療体制

（１）診療機能

「がん診療連携推進病院認定要綱」の「第２　認定要件」 岡
山
市
立
市
民

病
院

倉
敷
成
人
病

セ
ン
タ
ー

岡
山
労
災
病
院

がん診療連携推進病院における認定要件一覧

○：要件を満たしている、または、対応可能

×：要件を満たしていない、または、対応不可

－：該当事項なし

①集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供

資料 ２
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※　Ａ：必須
　 　Ｂ：原則必須
　　 Ｃ：対応することが望ましい
 　　D：選択

「がん診療連携推進病院認定要綱」の「第２　認定要件」 岡
山
市
立
市
民

病
院

倉
敷
成
人
病

セ
ン
タ
ー

岡
山
労
災
病
院

ア
急変時等の緊急時に（３）の②のイに規定する外来化学療法室において化学療法を提供する当該がん
患者が入院できる体制を確保することが望ましい

C ○ ○ ○ ○

イ
化学療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置すること
なお、当該委員会は、必要に応じてキャンサーボードと連携協力すること

A ○ ○ ○ ○

癌化学療
法委員会

化学療法
適正実施
委員会

がん化学
療法管理
委員会

がん化学
療法委員

会

０回 ２回 4回 2回

ア

（２）の①のウに規定する医師や（２）の②のウに規定する看護師等を構成員とする緩和ケアチームを整
備し、当該緩和ケアチームを組織上明確に位置付けるとともに、がん患者に対し適切な緩和ケアを提供
すること

A ○ ○ ○ ○

イ 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること A ○ ○ ○ ○

ウ
アに規定する緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加する症状緩和に係るカン
ファレンスを週１回程度開催すること

A ○ ○ ○ ○

エ
院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診察が受けられる旨の提示をするなど、が
ん患者に対し必要な情報提供を行うこと

A ○ ○ ○ ○

オ
かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師が緩和ケアチームとともに、退院後の居宅におけ
る緩和ケアに関する療養上の説明及び指導を行うこと

A ○ ○ ○ ○

カ
緩和ケアに関する要請及び相談に関する窓口の設けるなど、地域の医療機関及び在宅療養支援診療
所等との連携体制を整備すること

A ○ ○ ○ ○

委員会開催実績（令和元年4月1日～7月31日）

委員会名称※別紙１２

②化学療法の提供体制

③緩和ケアの提供体制
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※　Ａ：必須
　 　Ｂ：原則必須
　　 Ｃ：対応することが望ましい
 　　D：選択

「がん診療連携推進病院認定要綱」の「第２　認定要件」 岡
山
市
立
市
民

病
院

倉
敷
成
人
病

セ
ン
タ
ー

岡
山
労
災
病
院

ア
地域医療機関から紹介されたがん患者の受け入れを行うこと
また、がん患者の状態に応じ、地域の医療機関へがん患者の紹介を行うこと

A ○ ○ ○ ○

207人 186人 274人 130人

75人 194人 488人 63人

イ
病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線療法又は化学療法等に関する相談など、地域の医
療機関の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整備すること

A ○ ○ ○ ○

ウ
５大がんのうち診療するがんについて、岡山県版がん地域連携クリティカルパスを活用して、医療連携を
推進すること

A ○ ○ ○ ○

エ
ウに規定する岡山県版がん地域連携クリティカルパスを活用するなど、地域の医療機関等と協力し、必
要に応じて、退院時に当該がん患者に関する共同の診療計画の作成等を行うこと

A ○ ○ ○ ○

５大がんのうち診療するがんについて、手術、放射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師によるセカンドオピニオンを提示する体制を有すること

A ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

１人 連携 ２人 連携

岡山大学病
院他

岡山大学病
院他

川崎医科大
学附属病院

他

岡山大学病
院他

○ ○ ○ ○

４人 ２人 ５人 １７人

連携先医療機関※別紙11

化学療法に携わる医師を原則として常勤で１人以上配置することイ

（２）診療従事者

受入患者数（令和元年6月1日～7月31日）※別紙２３

紹介患者数（令和元年6月1日～7月31日）※別紙２３

①専門的な知識及び技能を有する医師の配置

④病病連携・病診連携の協力体制

⑤セカンドオピニオンの提示体制

B

ア
放射線療法に携わる医師を１人以上配置するか、または他の医療機関から協力を得られる体制を確保
すること

D
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※　Ａ：必須
　 　Ｂ：原則必須
　　 Ｃ：対応することが望ましい
 　　D：選択

「がん診療連携推進病院認定要綱」の「第２　認定要件」 岡
山
市
立
市
民

病
院

倉
敷
成
人
病

セ
ン
タ
ー

岡
山
労
災
病
院

○ ○ ○ ○

４人 ２人 １４人 １１人

○ ○ ○ ○

１人 ２人 １人 ４人

○ － ○ －

３人 － ３人 －

○ － ○ －

３人 － １人 －

○ ○ ○ ○

薬：１人
看：３人

薬：１人
看：２人

薬：４人
看：３人

薬：５人
看：３人

○ ○ ○ ○

１人 １人 ６人 ２人

○ △ ○ △
薬：２人

臨床心理士：
１人

薬：１人
薬：２人

臨床心理士：
１人

薬：２人

○ ○ ○ ○

１人 ３人 ４人 ８人

ア
がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、各診療科の医師における情報交換・連
携を恒常的に推進する観点から、各診療科を包含する居室等を設置することが望ましい

C ○ ○ ○ ○

イ
推進病院の長は、当該病院においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性
及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整備すること

A ○ ○ ○ ○

C

Aイ

（１）の③のアに規定する緩和ケアチームに、看護師を常勤で１人以上配置すること

放射線治療を行う場合は、放射線技師を１人以上配置すること

放射線治療を行う場合は、放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業
等に携わる技術者等を１人以上配置すること

ア

D

D

（１）の③のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療心理に携わる者をそれぞれ１人以
上配置することが望ましい

ウ
（１）の③のアに規定する緩和ケアチームに、別途国が定める「プログラム」に準拠したがん医療に携わ
る医師を対象とした緩和ケア研修会を修了した医師を原則として常勤で複数配置すること

B

化学（薬物）療法に携わる薬剤師及び看護師を常勤でそれぞれ１人以上配置すること

病理診断に携わる医師を１人以上配置するか、または他の医療機関から協力を得られる体制を確保す
ること

D

②専門的な知識及び技能を有するコメディカルスタッフの配置

③その他

C

エ

細胞診断に係る業務に携わる者を１人以上配置することが望ましいエ

A

ウ
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※　Ａ：必須
　 　Ｂ：原則必須
　　 Ｃ：対応することが望ましい
 　　D：選択

「がん診療連携推進病院認定要綱」の「第２　認定要件」 岡
山
市
立
市
民

病
院

倉
敷
成
人
病

セ
ン
タ
ー

岡
山
労
災
病
院

ア

がん診療連携拠点病院の整備されている２次保健医療圏においては、年間入院がん患者数が３００人
以上または５大がんのうちいずれかの年間地域がん登録件数が同圏内において最多であることが望ま
しい

C 1,245人 1,614人 2,037人 1,247人

イ
がん診療連携拠点病院の整備されていない２次保健医療圏においては、年間地域がん登録件数が同
圏内において最多であることが望ましい

C － － － －

○ ○ ○ ○

設置・連携 連携 設置・連携 連携

イ 外来化学療法室を設置することが望ましい C ○ ○ ○ ○

ウ 集中治療室を設置することが望ましい C ○ ○ ○ ○

エ 白血病を専門分野に掲げる場合、無菌病室を設置すること D ○ ○ － －

オ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場を設けることが望ましい C × ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

敷地内全
面禁煙

敷地内全
面禁煙

敷地内全
面禁煙

敷地内全
面禁煙

（３）医療施設

①年間入院がん患者数

②専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置

ア
放射線治療に関する機器を設置すること。当該装置は、リニアックなど、体外照射を行うための機器であ
ること。ただし、他の医療機関と連携して診療を行う体制を有する場合を含む

D

A敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと

③敷地内禁煙等
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※　Ａ：必須
　 　Ｂ：原則必須
　　 Ｃ：対応することが望ましい
 　　D：選択

「がん診療連携推進病院認定要綱」の「第２　認定要件」 岡
山
市
立
市
民

病
院

倉
敷
成
人
病

セ
ン
タ
ー

岡
山
労
災
病
院

がん診療連携拠点病院及び医師会が実施する、別途国が定める「プログラム」に準拠したがん医療に携
わる医師を対象とした緩和ケア研修会に積極的に参加・協力すること

A ○ ○ ○ ○

38.5% 17.3% 44.3% 31.0%

（１）のほか、がん診療連携拠点病院及び医師会が実施するがん医療に携わる医師等を対象とした早期
診断、副作用対応を含めた放射線療法・化学(薬物)療法の推進及び緩和ケア等に関する研修会に参
加・協力すること

A ○ ○ ○ ○

診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同カンファレンスを毎年定期的に
開催すること

A ○ ○ ○ ○

①及び②に掲げる相談支援を行う機能を有する部門を設置し、当該部門において、相談支援センターの
業務のアからオに掲げる業務を行うとともに、カからクについては、提供可能な範囲で行うこと
なお、院内の見やすい場所に相談支援センターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、積極
的に広報すること

A ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

３人 ８人 ７人 ３人

○ ○ ○ ○

２人 ３人 ３人 ３人

院内外のがん患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整
備すること
相談支援に関し十分な経験を有する患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと

A ○ ○ ○ ○

（１）相談支援センター

②

（２）

施設に所属する医師（非常勤務医師も１人としてカウント）のうち、がん診療において、がん患者の主治医や担
当医となる者の受講率

（１）

(３)

３　情報の収集提供体制

２　研修の実施体制

①

相談支援センターには、相談員を１人以上配置すること※別紙３３ A

国立がん研究センターの研修を修了した相談員を配置することが望ましい C
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※　Ａ：必須
　 　Ｂ：原則必須
　　 Ｃ：対応することが望ましい
 　　D：選択

「がん診療連携推進病院認定要綱」の「第２　認定要件」 岡
山
市
立
市
民

病
院

倉
敷
成
人
病

セ
ン
タ
ー

岡
山
労
災
病
院

ア
がんの病態、標準的治療法等がん診療及び予防・早期発見等に関して、がん診療連携拠点病院との連
携による一般的な情報の収集、その情報の提供

A ○ ○ ○ ○

イ
診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・経歴など、地域の医療機関及び
医療従事者に関して、がん診療連携拠点病院との連携による情報の収集、その情報の提供

A ○ ○ ○ ○

ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介 A ○ ○ ○ ○

エ がん患者の療養上の相談 A ○ ○ ○ ○

オ
地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事例に関して、がん診療連携
拠点病院との連携による情報収集、その情報の提供

A ○ ○ ○ ○

カ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談 D ○ × ○ ○

キ ＨＴＬＶ－１関連疾患であるＡＴＬに関する医療相談 D ○ × ○ ○

ク その他相談支援に関すること D ○ ○ ○ ○

厚生労働省健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登録を実施すること A ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

２人 ３人 １人 ２人

院内がん登録を活用することにより、県が行う地域がん登録事業に積極的に協力すること A ○ ○ ○ ○

（２）院内がん登録

①

③

相談支援センターの業務

②
院内がん登録を行う実務者を１人以上配置すること
なお、国立がん研究センターによる研修を受講した実務者を配置することが望ましい

A
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※　Ａ：必須
　 　Ｂ：原則必須
　　 Ｃ：対応することが望ましい
 　　D：選択

「がん診療連携推進病院認定要綱」の「第２　認定要件」 岡
山
市
立
市
民

病
院

倉
敷
成
人
病

セ
ン
タ
ー

岡
山
労
災
病
院

５大がん以外のがんについて、集学的治療等を提供する体制を有し、及び標準的治療等を提供している
場合は、そのがんの種類等を広報すること

- ○ × ○ ○

甲状腺がん
食道がん、
膵がん他

－
食道がん、
小腸がん、
膵がん他

子宮頸が
ん、子宮体
がん、前立
腺がん他

ア 臨床研究等を行っている場合は、進行中の臨床研究の概要及び過去の臨床研究の成果を広報すること - × × ○ ○

イ
臨床研修等を行っている場合は、参加中の治験について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等を
広報することが望ましい

- × ○ ○ ○

33 33 33 33

2 2 2 2

35 35 35 35

必須としているＡの○の数

原則必須としているＡの○の数

合　　計

岡山労災病院、岡山市立市民病院、川崎医科大学総合医療センター、倉敷成人病センターは、
認定の必須要件（表中Ａ，Ｂ）をすべて満たしている。

がんの種類※別紙５

②

（３）その他

①
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申請病院の治療実績等

乳が
ん

開
胸
手
術

胸
腔
鏡
下
手
術

開
腹
手
術

腹
腔
鏡
下
手
術

内
視
鏡
手
術

粘
膜
切
除
術

内
視
鏡
手
術

粘
膜
下
層
剥
離
術

開
腹
手
術

腹
腔
鏡
下
手
術

内
視
鏡
手
術

開
腹
手
術

腹
腔
鏡
下
手
術

マ
イ
ク
ロ
波

凝
固
法

ラ
ジ
オ
波

焼
灼
療
法

乳
癌
手
術

体
外
照
射

小
線
源
治
療

入
院
患
者
数

外
来
患
者
数

岡山労災病院 148 2 15 4 7 0 12 5 13 6 3 0 4 0 19 58 113 0 126 229

岡山市立市民病院 237 0 0 4 6 7 12 0 32 7 1 2 1 44 1 120 147 86
川崎医科大学総合医療センター 191 0 15 10 4 0 0 10 13 0 3 1 0 0 22 113 218 0 213 151

倉敷成人病センター 189 0 0 2 2 0 7 5 13 3 2 0 0 3 46 106 105 256

年間新
入院が
ん患者
数
(実数)
H30年1
～12月

院内
がん
登録
H30年
1～12
月

全が
んの
手術
件数
（H31
年4月
～R1
年7
月）

５大
がん
の手
術件
数

年間新
入院患
者総数
H30年
１～12
月

年間新
入院患
者総数
に占め
るがん
患者の
割合

（％）

病床
数

がん
治療
認定
医

がん
薬物
療法
専門
医

がん
化学
療法
看護
認定
看護
師

がん
性疼
痛看
護認
定看
護師

がん
薬物
療法
認定
薬剤
師

岡山労災病院 1,245 605 148 90 7,156 17.4 358 5 1 2 1 1

岡山市立市民病院 1,614 760 237 117 9,470 17.0 400 7 0 1 0 1

川崎医科大学総合医療センター 2,037 905 191 78 8,996 22.6 647 20 2 3 1 1

倉敷成人病センター 1,247 853 189 83 11,391 10.9 269 8 0 1 0 1

がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院との比較

年間新
入院が
ん患者
数
(実数)
H30年1
～12月

院内
がん
登録
H30年
1～12
月

年間新
入院患
者総数
H30年
１～12
月

年間新
入院患
者総数
に占め
るがん
患者の
割合

（％）

病床
数

がん
治療
認定
医

がん
薬物
療法
専門
医

がん
化学
療法
看護
認定
看護
師

がん
性疼
痛看
護認
定看
護師

がん
薬物
療法
認定
薬剤
師

岡山大学病院 6,406 3,223 19,922 32.2 855 57 12 2 0 4

岡山済生会総合病院 3,041 1,513 13,178 23.1 473 12 2 2 0 2

岡山赤十字病院 3,170 1,201 12,920 24.5 500 11 3 2 2 0

岡山医療センター 2,959 1,126 16,106 18.4 609 12 5 1 1 0

倉敷中央病院 6,106 3,587 31,032 19.7 1,166 22 3 0 1 2

川崎医科大学附属病院 3,762 1,753 16,919 22.2 1,182 23 3 1 0 3

津山中央病院 1,657 1,439 11,832 14.0 515 5 1 2 0 0

高梁中央病院 113 125 1,642 6.9 192 2 0 0 0 0

金田病院 146 171 1,720 8.5 172 0 1 0 0 0

＊連携拠点病院、地域がん診療病院については、令和元年度に国へ提出した現況報告書より抽出。手術件数は、時点が異なるため、抽出せず。
ただし、院内がん登録は、がん診療連携拠点病院等院内がん登録2018全国集計報告書

申請病院

申請病院

連
携
拠
点
病
院

地
域
が
ん

病院名

＊この表は、現況報告様式４による、手術療法・放射線療法・薬物療法の実績及び年間がん患者数
ただし、院内がん登録は、がん診療連携拠点病院等院内がん登録2018全国集計報告書

H31年4月～
R1年7月
延患者数

放射線治療
がん化学療

法

悪
性
腫
瘍

手
術
総
数

肺がん 胃がん手術 大腸がん手術 肝臓がん

年間患者
実数

(H30年1月
～12月)

手術療法　H31年4～R1年7月の集計

そ
の
他

推
進
病
院

推
進
病
院

資料 ３

１



 資料 ４ 

がん診療連携推進病院認定要綱 

 

 

第１ 目的 

   この要綱は、国が指定するがん診療連携拠点病院に準じる病院として、地域に

おいてがん診療の中核的な役割を担う病院をがん診療連携推進病院（以下「推進

病院」という。）に認定するに当たり、必要な事項を定め、県民がどこに住んで

いても標準的ながん医療を受けられる体制の構築を図ることを目的とする。 

 

第２ 認定要件 

１ 診療体制 

（１） 診療機能 

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供 

ア 我が国に多いがん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がんをい

う。以下「５大がん」という。）のうち診療するがんについて、手術、放射

線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び緩和ケア（以

下「集学的治療等」という。）を提供する体制を有するとともに、各学会の

診療ガイドラインに準ずる標準的治療（以下「標準的治療」という。）等が

ん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。 

イ ５大がんのうち診療するがんについて、院内クリティカルパス（検査及 

び治療等を含めた詳細な診療計画表をいう。）を整備すること。 

ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャン

サーボード（手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技

能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状

態及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレ

ンスをいう。以下同じ。）を設置し、定期的に開催すること。 

② 化学療法の提供体制 

ア 急変時等の緊急時に（３）の②のイに規定する外来化学療法室において 

化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保することが望 

ましい。 

イ 化学療法のレジメン（治療内容をいう。）を審査し、組織的に管理する

委員会を設置すること。なお、当該委員会は、必要に応じて、キャンサー

ボードと連携協力すること。 

③ 緩和ケアの提供体制 

ア （２）の①のウに規定する医師及び（２）の②のウに規定する看護師等
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を構成員とする緩和ケアチームを整備し、当該緩和ケアチームを組織上明

確に位置付けるとともに、がん患者に対し適切な緩和ケアを提供すること。 

イ 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。 

ウ アに規定する緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等 

が参加する症状緩和に係るカンファレンスを週１回程度開催すること。 

エ 院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診察が受け

られる旨の掲示をするなど、がん患者に対し必要な情報提供を行うこと。 

オ かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師がアに規定する緩

和ケアチームとともに、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必

要な説明及び指導を行うこと。 

カ 緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど、地域の

医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること。 

④ 病病連携・病診連携の協力体制 

ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行うこと。また、が

ん患者の状態に応じ、地域の医療機関へがん患者の紹介を行うこと。 

イ 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線療法又は化学療法に

関する相談など、地域の医療機関の医師と相互に診断及び治療に関する連

携協力体制を整備すること。 

ウ ５大がんのうち診療するがんについて、岡山県版がん地域連携クリティ

カルパス（岡山県がん診療連携協議会において作成した地域連携クリティ

カルパスをいう。以下同じ。）を活用して、医療連携を推進すること。 

エ ウに規定する岡山県版がん地域連携クリティカルパスを活用するなど、

地域の医療機関等と協力し、必要に応じて、退院時に当該がん患者に関す

る共同の診療計画の作成等を行うこと。 

⑤ セカンドオピニオンの提示体制 

５大がんのうち診療するがんについて、手術、放射線療法又は化学療法に

携わる専門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオン（診断

及び治療法について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見を

いう。以下同じ。）を提示する体制を有すること。 

（２） 診療従事者 

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 

ア  放射線療法に携わる医師を１人以上配置するか、または他の医療機関か

ら協力を得られる体制を確保すること。 

イ 化学療法に携わる医師を原則として常勤で１人以上配置すること。 

ウ（１）の③のアに規定する緩和ケアチームに、別途国が定める「プログラ



 

3 

ム」に準拠したがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケア研修会を修了

した医師を原則として常勤で複数配置すること。 

エ 病理診断に携わる医師を１人以上配置するか、または他の医療機関から

協力を得られる体制を確保すること。 

② 専門的な知識及び技能を有するコメディカルスタッフの配置 

ア 放射線治療を行う場合は、放射線治療に携わる診療放射線技師を１人以

上配置し、放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計

画補助作業等に携わる技術者等を１人以上配置すること。  

イ 化学療法に携わる薬剤師及び看護師を常勤でそれぞれ１人以上配置す

ること。 

ウ （１）の③のアに規定する緩和ケアチームに、看護師を常勤で１人以上

配置すること。 

（１）の③のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療心

理に携わる者をそれぞれ１人以上配置することが望ましい。 

エ 細胞診断に係る業務に携わる者を１人以上配置することが望ましい。 

③ その他 

ア がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、各診療 

科の医師における情報交換・連携を恒常的に推進する観点から、各診療科 

を包含する居室等を設置することが望ましい。 

イ 推進病院の長は、当該病院においてがん医療に携わる専門的な知識及び

技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師が

その専門性を十分に発揮できる体制を整備すること。 

なお、当該評価に当たっては、手術・放射線療法・化学療法の治療件数

（放射線療法・化学療法については、入院・外来ごとに評価することが望

ましい。）、紹介されたがん患者数その他診療連携の実績、論文の発表実績、

研修会・日常診療等を通じた指導実績、研修会・学会等への参加実績等を

参考とすること。 

（３） 医療施設 

① 年間入院がん患者数 

ア がん診療連携拠点病院が整備されている２次保健医療圏においては、年

間入院がん患者数が、３００人以上または５大がんのうちいずれかの年間

地域がん登録件数が同圏内において最多であることが望ましい。 

イ がん診療連携拠点病院が整備されていない２次保健医療圏においては、 

年間地域がん登録件数が同圏内において最多であることが望ましい。 

② 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置 
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ア 放射線治療に関する機器を設置すること。当該装置は、リニアックなど、 

体外照射を行うための機器であること。ただし、他の医療機関と連携して 

診療を行う体制を有する場合を含む。 

イ 外来化学療法室を設置することが望ましい。 

ウ 集中治療室を設置することが望ましい。 

エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置すること。 

オ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場を設け 

ることが望ましい。 

③ 敷地内禁煙等 

敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。 

 

２ 研修の実施体制 

（１）がん診療連携拠点病院及び医師会が実施する、別途国が定める「プログラム」

に準拠したがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修会に積

極的に参加・協力すること。 

（２）（１）のほか、がん診療連携拠点病院及び医師会が実施するがん医療に携わ

る医師等を対象とした早期診断、副作用対応を含めた放射線療法・化学療法の

推進及び緩和ケア等に関する研修会に参加・協力すること。 

（３）診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカン

ファレンスを毎年定期的に開催すること。 

 

３ 情報の収集提供体制 

（１）相談支援センター 

①及び②に掲げる相談支援を行う機能を有する部門（以下「相談支援センタ

ー」という。なお、相談支援センター以外の名称を用いても差し支えないが、

その場合には、がん医療に関する相談支援を行うことが分かる名称を用いるこ

とが望ましい。）を設置し、当該部門において、アからオに掲げる業務を行うと

ともに、カからクについては、提供可能な範囲で行うこと。なお、院内の見や

すい場所に相談支援センターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、

相談支援センターについて積極的に広報すること。 

① 相談支援センターには、相談員を 1 人以上配置すること。 

なお、国立がん研究センターの研修を修了した相談員を配置することが望

ましい。 

② 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族

並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備するこ
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と。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体

制の構築に積極的に取り組むこと。 

 

＜相談支援センターの業務＞ 

ア がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に関

して、がん診療連携拠点病院との連携による一般的な情報の収集、その情

報の提供 

イ 診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・経

歴など、地域の医療機関及び医療従事者に関して、がん診療連携拠点病院

との連携による情報の収集、その情報の提供 

ウ  セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介 

エ がん患者の療養上の相談 

オ  地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の

事例に関して、がん診療連携拠点病院との連携による情報の収集、その情

報の提供 

カ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談 

キ ＨＴＬＶ－１関連疾患であるＡＴＬに関する医療相談 

ク その他相談支援に関すること 

 

（２）院内がん登録 

① 厚生労働省健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登

録を実施すること。 

② 院内がん登録を行う実務者を１人以上配置すること。 

国立がん研究センターによる研修を受講した実務者を配置することが望

ましい。 

③ 院内がん登録を活用することにより、県が行う地域がん登録事業に積極的

に協力すること。 

（３）その他 

① ５大がん以外のがんについて、集学的治療等を提供する体制を有し、及び

標準的治療等を提供している場合は、そのがんの種類等を広報すること。 

② 臨床研究等を行っている場合は、次に掲げる事項を実施すること。 

ア 進行中の臨床研究（治験を除く。以下同じ。）の概要及び過去の臨床研

究の成果を広報すること。 

イ 参加中の治験について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広

報することが望ましい。 



 

6 

 

第３ 推進病院の認定等 

 １ 知事は、岡山県内に所在する医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５

に規定する病院から、以下の要件をすべて満たすものについて、推進病院として

認定する。 

 （１）国が指定するがん診療連携拠点病院に当たらないこと。 

 （２）認定を受けようとする病院の開設者（以下「開設者」という。）が、知事が

定める期日までに、「がん診療連携推進病院認定申請書」（様式１）を知事に

提出していること。 

 （３）第２で定める認定要件をすべて満たし、認定後はこの要綱の規定を遵守する

ことに同意していること。 

 （４）県が設置する「岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会がん診療拠点部会」

の意見を踏まえ、知事が適当と認めるもの。 

 ２ 知事は、認定を行った場合、「がん診療連携推進病院認定通知書」（様式２）に

より、開設者に対し、その旨を通知する。 

３ 知事は、推進病院が認定要件を満たさないと判断されたとき、又は開設者から

申し出があったときは認定を取り消すことができる。 

 ４ 推進病院の認定期間は４年以内とする。ただし、再認定を妨げない。なお、再

認定に当たっては、認定期間の満了する日の前年の１０月末までに、「がん診療

連携推進病院認定更新申請書」を知事に提出することとする。 

５ 推進病院は、毎年１０月末までに、別に定める「現況報告書」を知事あてに提

出すること。 

 

第４ 県民への情報提供 

１ 推進病院は、院内の見やすい場所にがん診療連携推進病院である旨の掲示をす

る等、県民に対し必要な情報提供を行うこととする。 

２ 県は、がん診療連携推進病院の医療機関名を公表するとともに、必要に応じて

現況報告の内容を公表する。 

 

附  則 

この要綱は、平成２３年１２月２７日から施行する。ただし、第２の３の（２）に

ついては、平成２５年１月１日から施行する。 
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令和元年改正（国の平成３０年７月改正に伴うもの） 平成２７年改正（国の平成２６年１月改正に伴うもの） 平成２４年制定時 

がん診療連携推病院認定要綱 

 

第１ 目的 （略） 

 

第２ 認定要件 

１ 診療体制 

（１）診療機能 

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供 

ア 我が国に多いがん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び

乳がんをいう。以下「５大がん」という。）のうち診療するが

んについて、手術、放射線治療及び薬物療法を効果的に組み合

わせた集学的治療及び緩和ケア（以下「集学的治療等」という。）

を提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドライン

に準ずる標準的治療（以下「標準的治療」という。）等がん患

者の状態に応じた適切な治療を提供すること。 

   イ 集学的治療及び標準的治療等の質の評価のため、診療するがん

について、必要な情報を国に届け出ること。 

   ウ 集学的治療及び標準的治療等を提供するに当たり、がん患者の          

身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的苦痛等のスクリーニングを

診断時から外来及び病棟にて行うことのできる体制を整備する

こと。なお、院内で一貫したスクリーニング手法を活用すること。

また、必要に応じて看護師等によるカウンセリング（以下「がん

患者カウンセリング」という。）を活用する等、安心して医療を

受けられる体制を整備すること。 

ⅰ （１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームと連携し、スクリ 

ーニングされたがん疼痛をはじめとするがん患者の苦痛を迅 

速かつ適切に緩和する体制を整備すること。 

エ 医師からの診断結果や病状の説明時には、以下の体制を整備 

すること。 

 ⅰ 看護師や医療心理に携わる者等の同席を基本とすること。た 

だし、患者とその家族等の希望に応じて同席者を調整するこ 

と。 

ⅱ 初期治療内容に限らず、長期的視野に立った治療プロセス全

体に関する十分なインフォームドコンセントの取得に努める

こと。 

   オ ５大がんのうち診療するがんについて、クリティカルパス（検

査及び治療等を含めた詳細な診療計画表をいう。以下同じ。）を

整備し、活用状況を把握すること。 

   カ がん疼痛や呼吸困難などに対する症状緩和や医療用麻薬の適

正使用を目的として院内マニュアルを整備すると共に、これに準

じた院内クリティカルパスを整備し活用状況を把握する等、実効

性のある診療体制を整備すること。 

キ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよ

う、キャンサーボード（手術、放射線診断、放射線治療（自 

    施設で実施している場合）、薬物療法、病理診断及び緩和ケアに 

がん診療連携推進病院認定要綱 

 

第１ 目的 （略） 

 

第２ 認定要件 

１ 診療体制 

（１）診療機能 

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供 

ア 我が国に多いがん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び

乳がんをいう。以下「５大がん」という。）のうち診療するがん

について、手術、放射線治療及び化学療法を効果的に組み合わ

せた集学的治療及び緩和ケア（以下「集学的治療等」という。）

を提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドライン

に準ずる標準的治療（以下「標準的治療」という。）等がん患者

の状態に応じた適切な治療を提供すること。 

 

 

（③イⅰから移動） 

 

 

 

 

 

 

（③イⅱから移動） 

 

 

（③イⅲから移動） 

 

（③イⅲaから移動） 

 

 

（③イⅲbから移動） 

 

 

イ ５大がんのうち診療するがんについて、院内クリティカルパ  

 ス（検査及び治療等を含めた詳細な診療計画表をいう。）を整備

し、 活用状況を把握すること。 

 

 

 

 

ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよ 

 う、キャンサーボード（手術、放射線療法及び化学療法に携わ

る専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を異にする 

がん診療連携推進病院認定要綱 

 

第１ 目的 （略） 

 

第２ 認定要件 

１ 診療体制 

（１）診療機能 

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供 

ア 我が国に多いがん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び

乳がんをいう。以下「５大がん」という。）のうち診療するがん

について、手術、放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わ

せた集学的治療及び緩和ケア（以下「集学的治療等」という。）

を提供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドライン

に準ずる標準的治療（以下「標準的治療」という。）等がん患者

の状態に応じた適切な治療を提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ５大がんのうち診療するがんについて、院内クリティカルパ 

 ス（検査及び治療等を含めた詳細な診療計画表をいう。）を整備

すること。 

 

 

 

 

ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよ 

 う、キャンサーボード（手術、放射線療法及び化学療法に携わ  

 る専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を異にする 
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携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を異に 

する医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交 

換・共有・検討・確認等するためのカンファレンスをいう。以下 

同じ。）を設置し、その実施主体を明らかにした上で、定期的に 

開催すること。なお、キャンサーボードを開催するに当たっては、

以下の点に留意すること 

   ⅰ キャンサーボードには治療法（手術療法、薬物療法、放射線療 

法等）となり得る診療科の複数診療科の担当医師が参加するこ 

と。また、緩和ケア担当医師や病理医についても参加することが 

望ましい。 

   ⅱ ウに規定するスクリーニングを行った上で、歯科医師や薬剤 

師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、 

言語聴覚士、社会福祉士等の専門的多職種の参加を必要に応じて 

求めること。 

   ⅲ キャンサーボードで検討した内容については、記録の上、関係 

者間で共有すること。 

  ク 院内の緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、栄養サポートチーム、 

感染防止対策チーム等の専門チームへ適切に依頼ができる体制を 

整備すること。 

    ケ 思春期と若年成人（Adolescent and Young Adult; AYA）世代（以

下「ＡＹＡ世代」という。）にあるがん患者については治療、就学、

就労、生殖機能等に関する状況や希望について確認し、必要に応じ

て、対応できる医療機関やがん相談支援センターに紹介すること。 

    コ 生殖機能の温存に関しては、患者の希望を確認し、院内または地

域の生殖医療に関する診療科についての情報を提供するとともに、

当該診療科と治療に関する情報を共有する体制を整備すること。 

  サ 小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児が

ん拠点病院や連携する医療機関と情報を共有する体制を整備する

こと。 

  シ 保険適応外の免疫療法を提供する場合は、原則として治験を含め

た臨床研究、先進医療の枠組みで行うこと。 

② 手術療法の提供体制 

  ア 術中迅速病理診断が可能な体制を確保することが望ましい。な

お、当該体制は遠隔病理診断でも可とする。 

  イ 術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイラン

スを実施することが望ましい。 

③ 放射線治療の提供体制 

  ア 放射線治療を実施している場合は、強度変調放射線治療に関し

て、がん診療連携拠点病院等や地域の医療機関と連携するととも

に、役割分担を図ること。 

  イ 放射線治療を実施している場合は、核医学治療や粒子線治療等の

高度な放射線治療について、患者に情報提供を行うとともに、必要

に応じて適切な医療機関へ紹介する体制を整備すること。 

  ウ 放射線治療を実施している場合は、第三者機関による出力線量測

定を行い、放射線治療の品質管理を行うこと。なお、基準線量の± 

 医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交

換・共有・検討・確認等するためのカンファレンスをいう。以

下同じ。）を設置し、その実施主体を明らかにした上で、定期的

に開催すること。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交 

換・共有・検討・確認等するためのカンファレンスをいう。以

下同じ。）を設置し、定期的に開催すること。 
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５％の範囲を維持することが望ましい。 

  エ 放射線治療を実施している場合は、緩和的放射線治療について、

患者に提供できる体制を整備すること。 

④ 薬物療法の提供体制 

  ア （３）の①のイに規定する外来化学療法室において、専門資格を 

有する看護師を中心として、治療の有害事象を含めた苦痛のスクリ 

ーニングを行い、主治医と情報共有し、適切な治療や支援を行うこ 

と。なお、整備体制について、がん患者とその家族に十分周知する 

こと。 

  イ 急変時等の緊急時に（３）の①のイに規定する外来化学療法室 

において薬物療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確 

保すること。 

  ウ 薬物療法のレジメン（治療内容をいう。以下同じ。）を審査し、 

組織的に管理する委員会を設置すること。なお、当該委員会は、必

要に応じて、キャンサーボードと連携協力すること。 

⑤ 緩和ケアの提供体制 

    ア （２）の①のオに規定する医師及び（２）の②のウに規定する看 

護師等を構成員とする緩和ケアチームを整備し、当該緩和ケアチー 

ムを組織上明確に位置付けるとともに、がん患者に対し適切な緩和 

ケアを提供すること。 

  イ 緩和ケアががんと診断された時から提供されるよう、がん診療に 

携わる全ての診療従事者により、緩和ケアが提供される体制を整備 

すること。 

      （①ウに移動） 

 

 

（①ウⅰに移動） 

 

 

（①エに移動） 

 

（①エⅰに移動） 

 

（①エⅱに移動） 

 

 

 

 

（オに移動） 

    

 

 

 

ウ 緩和ケアががんと診断された時から提供されるよう、アに規定

する緩和ケアチームにより、以下の緩和ケアが提供される体制を

整備すること。         

 

 

 

② 化学療法の提供体制 

    

 

 

 

 

ア 急変時等の緊急時に（３）の①のイに規定する外来化学療法室 

において化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確 

保することが望ましい。 

   イ 化学療法のレジメン（治療内容をいう。）を審査し、組織的に管 

理する委員会を設置すること。なお、当該委員会は、必要に応じ 

てキャンサーボードと連携協力すること。 

③ 緩和ケアの提供体制 

ア （２）の①のウに規定する医師及び（２）の②のウに規定する 

看護師等を構成員とする緩和ケアチームを整備し、当該緩和ケア 

チームを組織上明確に位置付けるとともに、がん患者に対し適切 

な緩和ケアを提供すること。 

イ 緩和ケアががんと診断された時から提供されるよう、がん診療 

に携わる全ての診療従事者により、以下の緩和ケアが提供される 

体制を整備することが望ましい。 

  ⅰ がん患者の身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的苦痛等の

スクリーニングを診断時から外来及び病棟にて行うこと。ま

た、院内で一貫したスクリーニング手法を活用すること。 

  ⅱ アに規定する緩和ケアチームと連携し、スクリーニングさ    

れたがん疼痛をはじめとするがん患者の苦痛を迅速かつ適切

に緩和する体制を整備すること。 

  ⅲ 医師から診断結果や病状を説明する際には、以下の体制を

整備すること。 

   ａ 看護師等の同席を基本とすること。ただし、患者とその

家族等の希望に応じて同席者を調整すること。 

ｂ 説明時には、初期治療内容のみならず長期的視野に立ち

治療プロセス全体について十分なインフォームドコンセン

トに努めること。 

   ｃ また、必要に応じて看護師等によるカウンセリングを活

用する等、安心して医療を受けられる体制を整備すること。 

  ⅳ 医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用や用量の増減時には、医

師からの説明とともに薬剤師や看護師等による服薬指導を実

施し、その際には自記式の服薬記録を整備活用することによ

り、外来治療中も医療用麻薬等の使用を自己管理できるよう

指導すること。 

 ウ 緩和ケアががんと診断された時から提供されるよう、アに規 

  定する緩和ケアチームにより、以下の緩和ケアが提供される体

制を整備することが望ましい。 

   

 

 

② 化学療法の提供体制 

    

 

 

 

 

ア 急変時等の緊急時に（３）の②のイに規定する外来化学療法 

    室において化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を 

確保することが望ましい。 

   イ 化学療法のレジメン（治療内容をいう。）を審査し、組織的に管

理する委員会を設置すること。なお、当該委員会は、必要に応じ

て、キャンサーボードと連携協力すること。 

  ③ 緩和ケアの提供体制 

   ア （２）の①のウに規定する医師及び（２）の②のウに規定す看 

護師等を構成員とする緩和ケアチームを整備し、当該緩和ケアチ 

ームを組織上明確に位置付けるとともに、がん患者に対し適切な 

緩和ケアを提供すること。 

 

 

 

 

 

 

   ウ アに規定する緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看 

護師等が参加する症状緩和に係るカンファレンスを週１回程度開 

催すること。 
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ⅰ 週１回以上の頻度で、定期的に病棟ラウンド及びカンファレ

ンスを行い、適切な症状緩和について協議すること。なお、当

該病棟ラウンド及びカンファレンスについて主治医や病棟看

護師等に情報を提供し、必要に応じて参加を求めること。 

         

（ⅴに移動） 

 

 

 

（エに移動） 

 

（ⅲに移動） 

 

 

 

 

ⅱ （２）の①のオに規定する身体症状の緩和に携わる専門的な

知識及び技能を有する医師は、手術療法・薬物療法・放射線治

療等、がん診療に関するカンファレンス及び病棟回診に参加

し、適切な助言を行うとともに、必要に応じて共同して診療計

画を立案すること。また、（２）の①のオに規定する精神症状

の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師に関して

も、がん診療に関するカンファレンス及び病棟回診に参加する

ことが望ましい。 

ⅲ （２）の②のウに規定する看護師は、苦痛のスクリーニング

の支援や専門的緩和ケアの提供に関する調整等、外来・病棟の

看護業務を支援・強化すること。また、主治医及び看護師等と

協働し、必要に応じてがん患者カウンセリングを実施すること。 

    ⅳ 緩和ケアに係る診療や相談支援の件数及び内容、医療用麻薬   

     の処方量、苦痛のスクリーニング結果など、院内の緩和ケアに

係る情報を把握・分析し、評価を行い、緩和ケアの提供体制の

改善を図ること。 

    ⅴ がん疼痛をはじめとするがん患者の苦痛に対して、必要に応

じて初回処方を緩和ケアチームで実施する等、院内の診療従事

者と連携し迅速かつ適切に緩和する体制を整備すること。 

   エ 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備するこ

と。なお、「外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制」と

は、医師による全人的かつ専門的な緩和ケアを提供する定期的な外

来を指すものであり、疼痛のみに対応する外来や、診療する曜日等

が定まっていない外来は含まない。また、外来診療日については、

外来診療表等に明示し、患者の外来受診や地域の医療機関の紹介を

円滑に行うことができる体制を整備すること。 

オ 医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師か

らの説明とともに薬剤師や看護師等による服薬指導を実施し、その

際には自記式の服薬記録を整備活用することにより、外来・病棟を 

  ⅰ 週１回以上の頻度で、定期的に病棟ラウンド及びカンファ 

レンスを行い、苦痛のスクリーニング及び症状緩和に努める 

こと。なお、当該病棟ラウンド及びカンファレンスには必要 

に応じ主治医や病棟看護師等の参加を求めること。 

 

  ⅱ がん疼痛をはじめとするがん患者の苦痛に対して、必要に 

応じて初回処方を緩和ケアチームで実施する等、院内の診療 

従事者と連携し迅速かつ適切に緩和する体制を整備するこ 

と。 

  ⅲ 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備す

ること。 

 ⅳ （２）の②のウに規定する看護師等は、苦痛のスクリーニ

ングの支援や専門的緩和ケアの提供に関する調整等、外来看

護業務を支援・強化すること。また、主治医及び看護師等と

協働し、必要に応じてがん患者カウンセリングを実施するこ

と。 

 ⅴ （２）の①のウの規定に基づき配置する医師が専従の場合、 

手術療法・化学療法・放射線治療等、がん診療に関するカン

ファレンス及び病棟回診に参加し、適切な助言を行うととも

に、必要に応じて共同して診療計画を立案すること。 

      

 

 

 

（ⅳから移動） 

 

 

 

ⅵ 緩和ケアに係る診療や相談支援の件数及び内容、 医療用麻

薬の処方量、苦痛のスクリーニング結果など、院内の緩和ケ

アに係る情報を把握・分析し、評価を行うこと。 

 

（ⅱから移動） 

 

 

（ⅲから移動） 

 

 

 

 

 

 

（イⅳから移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備する 

こと。 
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問わず医療用麻薬等を自己管理できるよう指導すること。 

カ 院内の医療従事者とアに規定する緩和ケアチームとの連携を以

下により確保すること。 

 ⅰ アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手

順には、医師だけではなく、看護師や薬剤師など他の診療従事者

からも依頼できる体制を確保すること。 

   ⅱ アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手  

順など、評価された苦痛に対する対応を明確化し、院内の全ての

診療従事者に周知するとともに、患者とその家族に緩和ケアに関

する診療方針を提示すること。 

   ⅲ がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアの提供について

診療従事者の指導にあたるとともに緩和ケアの提供体制につい

てアに規定する緩和ケアチームへ情報を集約するため、緩和ケア

チームと各部署をつなぐリンクナース（医療施設において、各種

専門チームや委員会と病棟看護師等をつなぐ役割を持つ看護師

のことをいう。以下同じ。）を配置することが望ましい。 

   キ 患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニ

ングを含めた意思決定支援を提供できる体制を整備すること。 

  ク アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やす

い場所での掲示や入院時の資料配布等により、がん患者及び家族に

対しわかりやすく情報提供を行うこと。 

   ケ かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師がアに規定

する緩和ケアチームとともに、退院後の居宅における緩和ケアに

関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。 

   コ 緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど、

地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整

備すること。 

  ⑥ 地域連携の推進体制 

    ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行うこと。ま

た、がん患者の状態に応じ、地域の医療機関へがん患者の紹介を行

うこと。その際、緩和ケアの提供に関しては、当該医療圏内の緩和

ケア病棟や在宅緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリスト

を作成する等、患者やその家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制

について情報提供できる体制を整備すること。 

 

   イ 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線治療、薬物療

法又は緩和ケアの提供に関する相談など、地域の医療機関の医師と

相互的な連携協力体制・教育体制を整備すること。 

    

ウ 当該医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該圏域内の医

療機関やがん患者等に対し、情報提供を行うこと。 

   エ がん患者に対して、周術期の口腔健康管理や、治療中の副作用・

合併対策、口腔リハビリテーションなど、必要に応じて院内又は地

域の歯科医師と連携することが望ましい。 

   オ ５大がんのうち診療するがんについて、岡山県版がん地域連携ク 

   リティカルパス（岡山県がん診療連携協議会において作成した地域 

 

エ イ及びウの連携を以下により確保することが望ましい。 

 

ⅰ アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する

手順には、医師だけではなく、看護師や薬剤師など他の診療 

従事者からも依頼できる体制を確保すること。 

     ⅱ アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する

手順など、評価された苦痛に対する対応を明確化し、院内の

全ての診療従事者に周知するとともに、患者とその家族に緩

和ケアに関する診療方針を提示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ アからエまでにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内

の見やすい場所での掲示や入院時の資料配布等により、がん患

者及び家族に対しわかりやすく情報提供を行うこと。 

カ かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師がアに

規定する緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケ

アに関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。 

キ 緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるな 

ど、地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体

制を整備すること。 

④ 病病連携・病診連携の協力体制 

 ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行うこ

と。また、がん患者の状態に応じ、地域の医療機関へがん患者

の紹介を行うこと。その際、緩和ケアの提供に関しては２次医

療圏内の緩和ケア病棟や在宅緩和ケアが提供できる診療所等の

マップやリストを作成する等、患者やその家族に対し常に地域

の緩和ケア提供体制について情報提供できる体制を整備するこ

とが望ましい。 

    イ 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線治療、化

学療法又は緩和ケアの提供に関する相談など、地域の医療機関

の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整備する

こと。 

     

 

 

 

 

ウ ５大がんのうち診療するがんについて、岡山県版がん地域連 

 携クリティカルパス（岡山県がん診療連携協議会において作成 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

エ 院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診

察が受けられる旨の掲示をするなど、がん患者に対し必要な情

報提供を行うこと。 

 オ かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師がアに

規定する緩和ケアチームとともに、退院後の居宅における緩和

ケアに関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。 

 カ 緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるな 

ど、地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体

制を整備すること。 

④ 病病連携・病診連携の協力体制 

 ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行うこ

と。また、がん患者の状態に応じ、地域の医療機関へがん患者

の紹介行うこと。 

 

 

 

 

イ 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線療法又は

化学療法に関する相談など、地域の医療機関の医師と相互に診

断及び治療に関する連携協力体制を整備すること。 

     

 

 

 

 

 

ウ ５大がんのうち診療するがんについて、岡山県版がん地域連 

 携クリティカルパス（岡山県がん診療連携協議会において作成 
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連携クリティカルパスをいう。以下同じ。）を活用して、医療連携

を推進すること。 

カ 地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での

退院に努め、岡山県版在宅緩和ケア地域連携クリティカルパスなど

を活用し、院内での緩和ケアに関する治療が在宅診療でも継続して

実施できる体制を整備すること。 

   

（削除） 

 

 

キ 退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携により

療養場所等に関する意思決定支援を行うとともに、必要に応じて地

域の在宅診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレン

スを実施すること。 

ク 当該医療圏において、地域の医療機関や在宅診療所等の医療・介

護従事者とがんに関する医療提供体制や社会的支援のあり方につ

いて情報を共有し、役割分担や支援等について議論する場を年１回

以上設けることが望ましい。なお、その際には既存の会議体を利用

する等の工夫を行うこと。 

⑦ セカンドオピニオンの提示体制 

   ア ５大がんのうち診療するがんについて、手術療法、放射線治療、

薬物療法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医

師によるセカンドオピニオン（診断及び治療法について、主治医以

外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいう。以下同じ。）を

提示する体制を整備すること。 

   イ がん患者とその家族に対して診療に関する説明を行う際には、他

施設におけるセカンドオピニオンの活用についても説明を行う体

制を整備すること。その際、セカンドオピニオンを求めることによ

り不利益を被ることがない旨を明確に説明する体制を整備するこ

と。 

（２） 診療従事者 

     本要綱において、専従とは、当該診療の実施日において、当該診療

に専ら従事していることをいう。この場合において、「専ら従事して

いる」とは、その就業時間の少なくとも８割以上、当該診療に従事し

ていることをいう。また、専任とは、当該診療の実施を専ら担当して

いることをいう。この場合において、「専ら担当している」とは、担

当者となっていればよいものとし、その他診療を兼任していても差し

支えないものとする。ただし、その就業時間の少なくとも５割以上、

当該診療に従事している必要があるものとする。 

      ① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 

        ア 対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手

術療法に携わる医師を原則として常勤で１人以上配置するこ

と。 

    イ 専門的な知識及び技能を有する放射線診断に携わる医師を 

     原則として常勤で１人以上配置すること。 

した地域連携クリティカルパスをいう。以下同じ。）を活用して、

医療連携を推進すること。 

エ 地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態

での退院に努め、症状緩和に係る院内クリティカルパスに準じ

た地域連携クリティカルパスやマニュアルを整備するなど院内

での緩和ケアに関する治療が在宅診療でも継続して実施できる

体制を整備すること。 

    オ ウに規定する岡山県版がん地域連携クリティカルパスを活用

するなど、地域の医療機関等と協力し、必要に応じて、退院時

に当該がん患者に関する共同の診療計画の作成等を行うこと。 

    カ 退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携に

より療養場所等に関する意志決定支援を行うとともに、必要に

応じて地域の在宅診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カ

ンファレンスを実施すること。 

 

 

 

 

 

⑤ セカンドオピニオンの提示体制 

    ア ５大がんのうち診療するがんについて、手術療法、放射線治

療、化学療法又は緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有

する医師によるセカンドオピニオン（診断及び治療法について、

主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見をいう。以

下同じ。）を提示する体制を整備すること。 

イ がん患者とその家族に対して診療に関する説明を行う際に

は、他施設におけるセカンドオピニオンの活用についても説明

を行う体制を整備すること。その際、セカンドオピニオンを求

めることにより不利益を被ることがない旨を明確に説明する体

制を整備すること。 

 （２）診療従事者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 

     

 

 

 

した地域連携クリティカルパスをいう。以下同じ。）を活用して、 

医療連携を推進すること。 

 

 

 

 

 

エ ウに規定する岡山県版がん地域連携クリティカルパスを活用す 

るなど、地域の医療機関等と協力し、必要に応じて、退院時に当 

該がん患者に関する共同の診療計画の作成等を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ セカンドオピニオンの提示体制 

５大がんのうち診療するがんについて、手術、放射線療法又は

化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師によるセカ

ンドオピニオン（診断及び治療法について、主治医以外の第三者

の医師が提示する医療上の意見をいう。以下同じ。）を提示する体

制を有すること。 

  

 

 

 

 

（２）診療従事者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置 
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        ウ 放射線治療を実施する場合には、専門的な知識及び技能を有

する放射線治療に携わる医師を原則として常勤で１人以上配

置すること。また、放射線治療の提供が困難である場合は他の

医療機関から協力を得られる体制を確保すること。     

エ 専門的な知識及び技能を有する薬物療法に携わる常勤の医

師を１人以上配置すること。なお、当該医師については、専任

であることが望ましい。 

オ （１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、常勤の身体症

状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を１人

以上配置すること。なお、当該医師については、専任であるこ

とが望ましい。 

      （１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、精神症状の緩

和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を１人以上配

置することが望ましい。 

    カ 病理診断に携わる医師を原則として常勤で１人以上配置す

ること。なお、当該病理診断には、病理解剖等の病理診断に係

る周辺業務を含むものとする。 

    ② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置 

        ア 放射線治療を行う場合は、常勤の診療放射線技師を１人以上

配置すること。なお、当該技師は放射線治療に関する専門資格

を有する者であることが望ましい。また、放射線治療を行う場

合には、放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、

照射計画補助作業等に携わる技術者等を原則として常勤で１

人以上配置すること。なお、当該技術者は医学物理学に関する

専門資格を有する者であることが望ましい。 

      また、放射線治療を行う場合には、放射線治療室に看護師を

１人以上配置することが望ましい。なお、当該看護師は放射線

治療に関する専門資格を有する者であることが望ましい。  

        イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬

剤師を１人以上配置すること。 なお、当該薬剤師は、専任で

あることが望ましい。   

（３）の①のイに規定する外来化学療法室に、薬物療法に携わ

る専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を１人以上配

置すること。なお、当該看護師は、専任であることが望ましい。

また、当該看護師はがん看護又がん薬物療法に関する専門資格

を有する者であることが望ましい。       

        ウ （１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、緩和ケアに携

わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を１人以上

配置すること。 なお、当該看護師は、専任であることが望ま

しい。また、がん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有する

者であることが望ましい。 

            （１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤

師、医療心理に携わる者及び相談支援に携わる者をそれぞれ１ 

     人以上配置することが望ましい。なお、当該薬剤師は緩和薬物

療法に関する専門資格を有する者であることが望ましい。ま 

ア 放射線治療を実施する場合は、放射線治療に携わる医師を１

人以上配置すること。また、放射線治療の提供が困難である場

合は他の医療機関から協力を得られる体制を確保すること。 

    

イ 化学療法に携わる医師を原則として常勤で１人以上配置する

こと。 

    

ウ （１）の③のアに規定する緩和ケアチームに、別途国が定め

る「プログラム」に準拠したがん医療に携わる医師を対象とし

た緩和ケア研修会を修了した医師を原則として常勤で複数配置

すること。 

 

 

 

エ 病理診断に携わる医師を１人以上配置するか、または他の医療

機関から協力を得られる体制を確保すること。 

    

② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置 

ア 放射線治療を行う場合は、放射線治療に携わる診療放射線技師

を１人以上配置し、放射線治療における機器の精度管理、照射計

画の検証、照射計画補助作業等に携わる技術者等を１人以上配置

すること。 

     

 

 

 

 

 

イ 化学療法に携わる薬剤師及び看護師を常勤でそれぞれ１人以

上配置すること。 

     

 

 

 

 

 

ウ （１）の③のアに規定する緩和ケアチームに、看護師を常勤

で１人以上配置すること。 

       

 

 

（１）の③のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及

び医療心理に携わる者をそれぞれ１人以上配置することが望ま 

しい。 

ア  放射線療法に携わる医師を１人以上配置するか、または他の医 

        療機関から協力を得られる体制を確保すること。 

 

 

イ 化学療法に携わる医師を原則として常勤で１人以上配置する

こと。 

 

ウ （１）の③のアに規定する緩和ケアチームに、別途国が定め

る「プログラム」に準拠したがん医療に携わる医師を対象とし

た緩和ケア研修会を修了した医師を原則として常勤で複数配置

すること。 

 

 

 

エ 病理診断に携わる医師を１人以上配置するか、または他の医

療機関から協力を得られる体制を確保すること。 

    

② 専門的な知識及び技能を有するコメディカルスタッフの配置 

ア 放射線治療を行う場合は、放射線治療に携わる診療放射線技

師を１人以上配置し、放射線治療における機器の精度管理、照

射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる技術者等を１人以

上配置すること。 

     

 

 

 

 

 

イ 化学療法に携わる薬剤師及び看護師を常勤でそれぞれ１人以

上配置すること。 

     

 

 

 

 

 

ウ （１）の③のアに規定する緩和ケアチームに、看護師を常勤

で１人以上配置すること。 

       

 

 

（１）の③のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及

び医療心理に携わる者をそれぞれ１人以上配置することが望ま 

しい。 
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た、当該医療心理士に携わる者は公認心理師又はそれに準ずる

専門資格を有する者であることが望ましい。また、当該相談支

援に携わる者については社会福祉士等であることが望ましい。 

        エ 細胞診断に係る業務に携わる者を１人以上配置すること。な

お、当該診療従事者は専任であることが望ましい。また、当該

診療従事者は細胞診断に関する専門資格を有する者であるこ

とが望ましい。 

③ その他 

        ア がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できる

よう、各診療科の医師における情報交換・連携を恒常的に推進

する観点から、各診療科が参加する話し合いの場を設置するこ

とが望ましい。 

イ 推進病院の長は、当該病院においてがん医療に携わる専門的

な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定期

的に評価し、当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を

整備すること。なお、当該評価に当たっては、手術・放射線治

療（実施している場合）・薬物療法の治療件数（放射線治療・

薬物療法については、入院・外来ごとに評価することが望まし

い。）、紹介されたがん患者数その他診療連携の実績、論文の発

表実績、研修会・日常診療等を通じた指導実績、研修会・学会

等への参加実績等を参考とすること。 

（３） 医療施設 

      

 

 

 

 

 

  

 

① 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置 

      

ア 放射線治療を行う場合は、放射線治療に関する機器を設置するこ

と。当該機器は、リニアックなど、体外照射を行うための機器であ

ること。 

      

イ 外来化学療法室を設置すること。 

     ウ 集中治療室を設置することが望ましい。 

     エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置する

こと。 

     オ 術中迅速病理診断を含めた病理診断が実施可能である病理診断

室を設置することが望ましい。 

   カ 病棟、外来、イに規定する外来化学療法室等に、集学的治療等 

の内容や治療前後の生活における注意点などに関して、冊子や視

聴覚教材などを用いてがん患者及びその家族が自主的に確認でき 

 

     

 

エ 細胞診断に係る業務に携わる者を１人以上配置することが望

ましい。 

    

 

③ その他 

    ア がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよ 

     う、各診療科の医師における情報交換・連携を恒常的に推進す

る観点から、各診療科を包含する居室等を設置することが望ま

しい。 

イ 推進病院の長は、当該病院においてがん医療に携わる専門的

な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定期的

に評価し、当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整

備すること。なお、当該評価に当たっては、手術・放射線治療・

化学療法の治療件数（放射線治療・化学療法については、入院・

外来ごとに評価することが望ましい。）、紹介されたがん患者数

その他診療連携の実績、論文の発表実績、研修会・日常診療等

を通じた指導実績、研修会・学会等への参加実績等を参考とす

ること。 

 （３）医療施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設 

 置 

ア 放射線治療を行う場合は、放射線治療に関する機器を設置す

ること。当該機器は、リニアックなど、体外照射を行うための

機器であること。ただし、他の医療機関と連携して診療を行う

体制を有する場合を含む。 

    イ 外来化学療法室を設置すること。 

    ウ 集中治療室を設置することが望ましい。 

    エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置す

ること。 

     

 

 

 

     

 

エ 細胞診断に係る業務に携わる者を１人以上配置することが望

ましい。 

 

 

③ その他 

    ア がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよ 

     う、各診療科の医師における情報交換・連携を恒常的に推進す

る観点から、各診療科を包含する居室等を設置することが望ま

しい。 

    イ 推進病院の長は、当該病院においてがん医療に携わる専門的

な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定期的

に評価し、当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整 

備すること。なお、当該評価に当たっては、手術・放射線療法・

化学療法の治療件数（放射線療法・化学療法については、入院・

外来ごとに評価することが望ましい。）、紹介されたがん患者数

その他診療連携の実績、論文の発表実績、研修会・日常診療等

を通じた指導実績、研修会・学会等への参加実績等を参考とす

ること。 

 （３）医療施設 

   ① 年間入院がん患者数 

    ア がん診療連携拠点病院が整備されている２次保健医療圏にお

いては、年間入院がん患者数が、３００人以上または５大がん

のうちいずれかの年間地域がん登録件数が同圏内において最多

であることが望ましい。 

    イ がん診療連携拠点病院が整備されていない２次保健医療圏に

おいては、年間地域がん登録件数が同圏内において最多である

ことが望ましい。 

    ② 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設

置 

ア 放射線治療に関する機器を設置すること。当該装置は、リニ

アックなど、体外照射を行うための機器であること。ただし、

他の医療機関と連携して診療を行う体制を有する場合を含む。 

 

    イ 外来化学療法室を設置することが望ましい。 

ウ 集中治療室を設置することが望ましい。 

エ 白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置す

ること。 
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る環境を整備すること。 

キ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための

場を設けること。 

   ② 敷地内禁煙等 

   敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。 

２ 診療実績 

  以下の項目を概ね満たすこと。 

   ① 院内がん登録数（入院、外来は問わない自施設初回治療分）年    

    間５００件以上 

  ② 悪性腫瘍の手術件数 年間２００件以上  

   ③ がんに係る化学療法のべ患者数 年間３００人以上 

３ 研修の実施体制 

（１）がん診療連携拠点病院等及び医師会が実施する、別途国が定める

「プログラム」に準拠したがん診療に携わる医師を対象とした緩和

ケアに関する研修会に積極的に参加・協力すること。また、自施設

に所属する臨床研修医及び１年以上自施設に所属するがん診療に

携わる医師が当該研修を修了する体制を整備することが望ましい。

研修修了者について、患者とその家族に対してわかりやすく情報提

供すること。 

  （２）連携する地域の医療施設におけるがん診療に携わる医師に対して

緩和ケアに関する研修の受講勧奨を行うこと。 

  （３）（１）のほか、がん診療連携拠点病院及び医師会が実施するがん

医療に携わる医師等を対象とした早期診断、副作用対応を含めた

放射線治療・薬物療法の推進及び緩和ケア等に関する研修会に参

加・協力すること。 

  （４）診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する 

合同のカンファレンスを毎年定期的に開催すること。 

（５）県がん診療連携拠点病院等が実施する看護師を対象としたがん看

護に関する総合的な研修に積極的に参加・協力すること。 

  （６）院内の看護師を対象として、がん看護に関する総合的な研修を 

定期的に実施することが望ましい。 

 （７）医科歯科連携による口腔健康管理を推進するために、歯科医師等 

を対象として、がん患者の口腔健康管理等の研修の実施に協力する

ことが望ましい。 

 ４ 情報の収集提供体制 

 （１）がん相談支援センター 

     相談支援を行う機能を有する部門（以下「相談支援センター」と 

いう。なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相 

談支援センター」と表記すること。）を設置し、①から⑦の体制を 

確保した上で、当該部門において、アからケに掲げる業務を行うと 

ともに、コからチについては、提供可能な範囲で行うこと。なお、 

院内の見やすい場所に相談支援センターによる相談支援を受けら 

れる旨や、相談支援センターの場所、対応可能な時間帯に    

ついての掲示をするなど、相談支援センターについて積極的に周知 

すること。 

 

オ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための 

場を設けることが望ましい。 

 ② 敷地内禁煙等 

    敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。 

２ 診療実績 

  以下の項目を概ね満たすこと。 

   ① 院内がん登録数（入院、外来は問わない自施設初回治療分）年    

    間３００件以上 

  ② 悪性腫瘍の手術件数 年間１００件以上  

   ③ がんに係る化学療法のべ患者数 年間１００人以上 

３ 研修の実施体制 

（１）がん診療連携拠点病院及び医師会が実施する、別途国が定める「プ 

   ログラム」に準拠したがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケア

に関する研修会に積極的に参加・協力すること。また、研修修了者

について、患者とその家族に対してわかりやすく情報提供すること。 

 

 

 

 

 

（２）（１）のほか、がん診療連携拠点病院及び医師会が実施するがん医

療に携わる医師等を対象とした早期診断、副作用対応を含めた放射

線療法・化学療法の推進及び緩和ケア等に関する研修会に参加・協

力すること。 

 （３）診療連携を行っている地域の医療機関等の診療従事者も参加する

合同のカンファレンスを毎年定期的に開催すること。 

  （４）岡山県がん診療連携拠点病院等が実施する看護師を対象としたが

ん看護に関する総合的な研修に積極的に参加・協力すること。 

 

  

 

 

 

４ 情報の収集提供体制 

 （１）相談支援センター 

    相談支援を行う機能を有する部門（以下「相談支援センター」と

いう。なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相

談支援センター」と表記すること。）を設置し、①から④の体制を確

保した上で、当該部門においてアからカまでに掲げる業務を行うと

ともに、キからシについては、可能な範囲で行うこと。なお、院内

の見やすい場所に相談支援センターによる相談支援を受けられる旨

の掲示をするなど、相談支援センターについて積極的に周知するこ 

   と。 

    

オ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場 

を設けることが望ましい。 

  ③ 敷地内禁煙等      

   敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

２ 研修の実施体制 

（１）がん診療連携拠点病院及び医師会が実施する、別途国が定める「プ 

ログラム」に準拠したがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケア

に関する研修会に積極的に参加・協力すること。 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）のほか、がん診療連携拠点病院及び医師会が実施するがん医

療に携わる医師等を対象とした早期診断、副作用対応を含めた放射

線療法・化学療法の推進及び緩和ケア等に関する研修会に参加・協

力すること。 

 （３）診療連携を行っている地域の医療機関等の医療従事者も参加する

合同のカンファレンスを毎年定期的に開催すること。 

 

 

 

  

 

 

 

３ 情報の収集提供体制 

 （１）相談支援センター 

    ①及び②に掲げる相談支援を行う機能を有する部門（以下「相談

支援センター」という。なお、相談支援センター以外の名称を用い

ても差し支えないが、その場合には、がん医療に関する相談支援を

行うことが分かる名称を用いることが望ましい。）を設置し、当該部

門において、アからオに掲げる業務を行うとともに、カからクにつ

いては、提供可能な範囲で行うこと。なお、院内の見やすい場所に

相談支援センターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするな

ど、相談支援センターについて積極的に広報すること。 
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   ① 専任の相談支援に携わる者を１人以上配置すること。なお、当

該業務従事者は、国立がん研究センターがん対策情報センター

（以下「がん対策情報センター」）による相談支援センター研修・

基礎研修（１）～（３）を修了していることが望ましい。 

   ② 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及

びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対

応する体制を整備すること。また、相談支援に関し十分な経験を

有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組

むこと。 

   ③ 相談支援について、岡山県がん診療連携協議会等の場で協議を

行い、県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地

域がん診療病院、他のがん診療連携推進病院の間で情報共有や役

割分担を含む協力体制の構築を行う体制を確保すること。 

   ④ 相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備す

ること。 

ア 外来初診時等に主治医等から、がん患者及びその家族に対

し、相談支援センターについて説明する等、診断初期の段階か

ら相談支援センターの周知が図られる体制を整備すること。 

    イ 地域の医療機関に対し、相談支援センターに関する広報を行

うこと。また、地域の医療機関からの相談依頼があった場合に

受け入れ可能な体制を整備することが望ましい。 

   ⑤ 相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバ

ックを得る体制を整備することが望ましい。 

   ⑥ 患者からの相談に対し、必要に応じて院内の医療従事者が対応

できるように、相談支援センターと院内の医療従事者が協働する

こと。 

   ⑦ 相談支援センターの支援員は、県がん診療連携拠点病院が実施

する相談支援に携わる者を対象とした研修を受講すること。 

 ＜相談支援センターの業務＞ 

     以下に示す項目については自施設において提供できるようにする

こと。 

        ア がんの病態や標準的治療法等、がんの治療に関する一般的な

情報の提供 

    イ がんの予防やがん検診等に関する一般的な情報の提供 

    ウ 自施設で対応可能ながん種や治療法等の診療機能及び、連携

する地域の医療機関に関する情報の提供 

     

 

エ  セカンドオピニオンの提示が可能な医師や医療機関の紹介 

    オ がん患者の療養生活に関する相談 

    カ 就労に関する相談（産業保健総合支援センターや職業安定所

等との効果的な連携による提供が望ましい。） 

    キ  地域の医療機関におけるがん医療の連携協力体制の事例に

関する情報提供 

 

① 国立がん研究センターがん対策情報センター（以下「がん対策

情報センター」という。）による「相談支援センター相談員研修・

基礎研修」を修了した相談支援に携わる者を１人以上配置するこ

と。 

② 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及

びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応

する体制を整備すること。また、相談支援に関し十分な経験を有

するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこ

と。 

   ③ 相談支援について、岡山県がん診療連携協議会等の場で協議を

行い、岡山県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、

地域がん診療病院、他のがん診療連携推進病院の間で情報共有や

役割分担を含む協力体制の構築を行う体制を確保すること。 

④ 相談支援センターの機能について、主治医等から、がん患者及

びその家族に対し、周知が図られる体制を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜相談支援センターの業務＞ 

 

 

ア がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期

発見等に関して、がん診療連携拠点病院との連携による一般的 

な情報の収集、その情報の提供 

イ 診療機能、入院・外来の待ち時間及び診療従事者の専門とす

る分野・経歴など、地域の医療機関及び医療従事者に関して、

がん診療連携拠点病院との連携による情報の収集、その情報の

提供 

    ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介 

    エ がん患者の療養上の相談 

    オ 就労に関する相談（産業保健等の分野との効果的な連携によ

る提供が望ましい。） 

    カ 地域の医療機関及び診療従事者等におけるがん医療の連携協 

     力体制の事例に関する情報の収集、提供 

① 相談支援センターには、相談員を 1人以上配置すること。 

なお、国立がん研究センターの研修を修了した相談員を配置す

ることが望ましい。 

   

 ② 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及

びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応

する体制を整備すること。また、相談支援に関し十分な経験を有

するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜相談支援センターの業務＞ 

     

 

ア がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期

発見等に関して、がん診療連携拠点病院との連携による一般的

な情報の収集、その情報の提供 

 イ 診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とす

る分野・経歴など、地域の医療機関及び医療従事者に関して、 

がん診療連携拠点病院との連携による情報の収集、その情報の

提供 

    ウ  セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介 

    エ がん患者の療養上の相談 

     

     

オ  地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協 

力体制の事例に関して、がん診療連携拠点病院との連携による

収集、その情報の提供 
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ク アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する相談 

    ケ ＨＴＬＶ－１関連疾患であるＡＴＬに関する相談 

        コ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ

活動や患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援 

 

    サ 相談支援に携わる者に対する教育と支援サービス向上に向

けた取組     

シ その他相談支援に関すること 

以下に示す項目については自施設での提供が難しい場合には、適

切な医療機関に紹介すること。 

    ス がんゲノム医療に関する相談 

    セ 希少がんに関する相談 

    ソ ＡＹＡ世代にあるがん患者に対する治療療養や就学、就労支

援に関する相談 

    タ がん治療に伴う生殖機能の影響や、生殖機能の温存に関する

相談 

チ その他自施設では対応が困難である相談支援に関すること。

※ 業務内容については相談支援センターと別部門で実施さ

れることもあることから、その場合にはその旨を掲示し必要な

情報提供を行うこと。 

  （２） 院内がん登録 

      ① がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号）第

44 条第１項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係

る指針（平成 27 年厚生労働省告示第 470 号）に即して院内がん

登録を実施すること。 

   ② 院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にすること。

当該病院の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護師及

び診療情報管理士等から構成され、当該病院における院内がん登

録の運用上の課題の評価及び活用に係る規定の策定等を行う機

関を設置すること。 

   ③ 専任の院内がん登録の実務を担う者を１名以上配置すること

なお、当該業務従事者は、国立がん研究センターが提供している

研修で中級認定者の認定を受けている者が望ましい。また、国立

がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアルに習熟する

こと。 

   ④ 院内がん登録の登録様式については、国立がん研究センターが

提示する院内がん登録に係る標準様式に準拠すること。 

   ⑤ 適宜、登録対象者の生存の状況を確認すること。 

   ⑥ 院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん

統計等の算出等を行うため、毎年、国立がん研究センターに情報

提供すること。 

   ⑦ 院内がん情報を取り扱うに当たっては、情報セキュリティーに

関する基本的な方針を定めることが望ましい。 

   ⑧ 院内がん登録を活用することにより、県の実施するがん対策等 

    に必要な情報を提供すること。 

キ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談 

   ク ＨＴＬＶ－１関連疾患であるＡＴＬに関する医療相談 

ケ 医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活

動の定期開催等の患者活動に対する支援 

コ 相談支援センターの広報・周知活動 

    サ 相談支援に携わる者に対する教育と支援サービス向上に向け

た取組 

    シ その他相談支援に関すること 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業務内容については相談支援センターと別部門で実施され

ることもあることから、その場合にはその旨を掲示し必要な

情報提供を行うこと。 

（２）院内がん登録 

① がん登録等の推進に関する法律（平成２５年法律第１１１号）

に基づく院内がん登録を実施すること。 

   

 

 

 

 

 

 

② がん対策情報センターによる研修を修了した院内がん登録の実

務を担う者を１人以上配置すること。なお、当該実務者は診療ガ

イドラインの改定等を踏まえ必要に応じて再度研修を受講するこ

と。 

 

 

 

 

③ 毎年、院内がん登録の集計結果等をがん対策情報センターに情

報提供すること。 

 

 

 

④ 院内がん登録を活用することにより、県の実施するがん業に必

要な情報を提供すること。 

    カ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談 

    キ ＨＴＬＶ－１関連疾患であるＡＴＬに関する医療相談 

 

 

 

 

 

ク その他相談支援に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）院内がん登録 

① 厚生労働省健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院 

   内がん登録を実施すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 ② 院内がん登録を行う実務者を１人以上配置すること。 

   国立がん研究センターによる研修を受講した実務者を配置するこ    

とが望ましい。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 院内がん登録を活用することにより、県が行う地域がん登録事業

に積極的に協力すること。 
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（３）情報提供・普及啓発 

   ① 自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容につい

て病院ホームページ等でわかりやすく患者に広報すること。ま

た、がんゲノム医療や AYA 世代にあるがん患者への治療・支援

についても、自施設で対応できる場合はその旨を広報すること。 

   ② 院内がん登録数や各治療法についてのがん種別件数について、

ホームページ等での情報公開に努めること。 

③ 地域を対象として、緩和ケアやがん教育をはじめとするがんに

関する普及啓発に努めること。 

      ④ がん教育について、当該医療圏における学校や職域より依頼が

あった際には、外部講師として医療従事者を派遣し、がんに関す

る正しい知識の普及啓発に努めることが望ましい。なお、学校で

のがん教育を実施するに当たっては、児童・生徒へ十分な配慮を

行うこと。 

５ 臨床研究及び調査研究 

 （１）政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究に協力すること。 

 （２）臨床研究等を行う場合は、次に掲げる事項を実施すること。 

① 治験を除く臨床研究を行うに当たっては、臨床研究法（平成 29

年法律第 16 号）に則った体制を整備すること。 

   ② 進行中の治験を除く臨床研究の概要及び過去の治験を除く臨

床研究の成果を広報すること。 

   ③ 参加中の治験について、その対象であるがんの種類及び薬剤名

等を広報することが望ましい。 

   ④ 臨床研究コーディネーター（ＣＲＣ）を配置することが望まし

い。 

   ⑤ 患者に対して治験も含めた臨床研究、先進医療、患者申出療養

等に関する適切な情報提供を行うとともに、必要に応じて適切な

医療機関に紹介すること。 

 ６ ＰＤＣＡサイクルの確保 

  （１）自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状

況の他、がん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認

識を院内の関係者で共有した上で、組織的な改善策を講じるこ

と。なお、その際には、Quality Indicator(以下「ＱＩ」という。)

の利用や、第三者による評価、拠点病院間の実地調査等を用いる

等、工夫をすること。 

  （２）これらの実施状況につき県がん診療連携拠点病院を中心に県内

のがん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、がん診療連携推進

病院において、情報共有と相互評価を行うとともに、地域に対し

てわかりやすく広報すること。 

７ 医療に係る安全管理 

  （１） 組織上明確に位置づけられた医療に係る安全管理を行う部門

（以下「医療安全管理部門」という。）を設置し、病院一体とし

て医療安全対策を講じること。また、当該部門の長として常勤の 

医師を配置すること。 

 

 （３）その他 

  ① ５大がん以外のがんについて、集学的治療等を提供する体制を

有し、及び標準的治療等を提供している場合は、当該がんに対す

る診療内容について病院ホームページ等でわかりやすく広報する

こと。 

    

 

② 地域を対象として、緩和ケアやがん教育をはじめとするがんに

関する普及啓発に努めること。 

 

 

 

 

 

５ 臨床研究及び調査研究 

  

（１）臨床研究等を行っている場合は、次に掲げる事項を実施すること。 

    

 

① 進行中の臨床研究（治験を除く。以下同じ。）の概要及び過去の臨 

床研究の成果を広報すること。 

② 参加中の治験について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等 

を広報することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他 

  ① ５大がん以外のがんについて、集学的治療等を提供する体制を有 

   し、及び標準的治療等を提供している場合は、そのがんの種類等を 

   広報すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 臨床研究等を行っている場合は、次に掲げる事項を実施すること 

 

 

 

 

ア 進行中の臨床研究（治験を除く。以下同じ。）の概要及び過去の 

臨床研究の成果を広報すること。 

   イ 参加中の治験について、その対象であるがんの種類及び薬剤名 

等を広報することが望ましい。 
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令和元年改正（国の平成３０年７月改正に伴うもの） 平成２７年改正（国の平成２６年１月改正に伴うもの） 平成２４年制定時 

  （２） 医療に係る安全管理を行う者（以下「医療安全管理者」とい

う。）として（１）に規定する医師に加え、常勤の薬剤師及び看

護師を配置すること。なお、当該薬剤師及び看護師は専任である

ことが望ましい。 

  （３） 医療安全管理者は、医療安全対策に係る研修を受講すること

が望ましい。 

  （４） 医療に係る安全管理の体制及び取り組み状況について、第三

者による評価や拠点病院間での実地調査等を活用することが望

ましい。 

  （５） 当該施設で未承認新規医薬品の使用や承認薬の適応外使用を

行う場合や高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に

ついては、以下の体制を整備すること。 

    ① 当該医療の適応の安全性や妥当性、倫理性について検討する

ための組織（倫理審査委員会、薬事委員会等）を設置し、病院と

して事前に検討を行うこと。 

    ② 事前検討を行い、承認された医療を提供する際には、患者・

家族に対し適切な説明を行い、書面での同意を得た上で提供する

こと。 

   ③ 提供した医療について、事後評価を行うこと。 

  （６） 医療安全のための患者窓口を設置し、患者からの苦情や相談

に応じられる体制を確保すること。 

第３ 推進病院の認定等 

 １～５（略）  

 

 

 

 

 

 

第４ 県民への情報提供 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 推進病院の認定等 

 １ 知事は、岡山県内に所在する医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第１条の５に規定する病院から、以下の要件をすべて満たすものにつ

いて、推進病院として認定する。 

 （１）国が指定するがん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院に当た

らないこと。 

 （２）～（４） （略） 

 ２～５ （略） 

第４ 県民への情報提供 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 推進病院の認定等 

 １ 知事は、岡山県内に所在する医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第１条の５に規定する病院から、以下の要件をすべて満たすものにつ

いて、推進病院として認定する。 

 （１）国が指定するがん診療連携拠点病院に当たらないこと。 

 

 （２）～（４） （略） 

 ２～５ （略） 

第４ 県民への情報提供 （略） 

 

 

 



がん診療連携推進病院要綱改正一覧

地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

１

(1)

①

ア

我が国に多いがん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん）及
びその他各医療機関が専門とするがんについて、手術、放射線治療
及び薬物療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び緩和ケア
（以下「集学的治療等」という）を提供する体制を有するとともに、各
学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療等がん患者の状態に応
じた適切な治療を提供すること。

〇
診療するがん

〇
診療するがん

〇
診療するがん

イ
集学的治療及び標準的治療等の質の評価のため、必要な情報を、
国に届け出ること。

○ － －

集学的治療及び標準的治療等を提供するに当たり、がん患者の身
体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的な問題等のスクリーニングを、
診断時から外来及び病棟にて行うことのできる体制を整備すること。
なお、院内で一貫したスクリーニング手法を活用すること。また、必要
に応じて看護師等によるカウンセリング（以下「がん患者カウンセリン
グ」という）を活用する等、安心して医療を受けられる体制を整備する
こと。

〇
〇緩和ケア

のみ
－

ⅰ　（１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームと連携し、スクリーニン
グされたがん疼痛をはじめとするがん患者の苦痛を迅速かつ適切に
緩和する体制を整備すること。

〇
〇緩和ケア

のみ
－

医師からの診断結果や病状の説明時には、以下の体制を整備する
こと。

ⅰ　看護師や医療心理に携わる者等の同席を基本とすること。ただ
し、患者とその家族等の希望に応じて同席者を調整すること。

〇
〇緩和ケア

のみ
－

ⅱ　初期治療内容に限らず、長期的視野に立った治療プロセス全体
に関する十分なインフォームドコンセントの取得に努めること。

〇
〇緩和ケア

のみ
－

オ
我が国に多いがんについて、クリティカルパス（検査及び治療等を含
めた詳細な診療計画表をいう。以下同じ。）を整備し、活用状況を把
握すること。

〇
診療するがん

〇
診療するがん

〇
診療するがん

カ

がん疼痛や呼吸困難などに対する症状緩和や医療用麻薬の適正使
用を目的とした院内マニュアルを整備すると共に、これに準じた院内
クリティカルパスを整備し活用状況を把握する等、実効性のある診療
体制を整備すること。

〇 － －

がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャ
ンサーボード（手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断
及び緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他
の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方
針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンスをい
う。以下同じ。）を設置し、その実施主体を明らかにした上で、月１回
以上開催すること。なお、キャンサーボードを開催するに当たっては、
以下の点に留意すること

△
定期的に開催

△
定期的に開催

△
定期的に開催

エ

〇：地域がん診療連携拠点病院指定要件と一致
△：要件緩和（望ましい）
※網掛けは、現行の推進病院要綱から変更が
あるもの

診療体制

診療機能

集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供

ウ

資料 ６
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地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

ⅰ　キャンサーボードには治療法（手術療法、薬物療法、放射線療法
等）となり得る診療科の複数診療科の担当医師が参加すること。緩
和ケア担当医師や病理医についても参加することが望ましい。

○ － －

ⅱ　ウに規定するスクリーニングを行った上で、歯科医師や薬剤師、
看護師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、社会福祉士等の専門的多職種の参加を必要に応じて求め
ること。

〇 － －

ⅲ　キャンサーボードで検討した内容については、記録の上、関係者
間で共有すること。

〇 － －

ク
院内の緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、栄養サポートチーム、感
染防止対策チーム等の専門チームへ適切に依頼ができる体制を整
備すること。

〇 － －

ケ
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、確実な連携体
制を確保するためそのグループ指定先の地域がん診療病院と定期
的な合同のカンファレンスを開催すること。

コ

思春期と若年成人（Adolescent and Young Adult;AYA）世代（以下
「AYA世代」という。）にあるがん患者については治療、就学、就労、
生殖機能等に関する状況や希望について確認し、必要に応じて、対
応できる医療機関やがん相談支援センターに紹介すること。

〇 － －

サ
生殖機能の温存に関しては、患者の希望を確認し、院内または地域
の生殖医療に関する診療科についての情報を提供するとともに、当
該診療科と治療に関する情報を共有する体制を整備すること。

〇 － －

シ
小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児がん
拠点病院や連携する医療機関と情報を共有する体制を整備するこ
と。

〇 － －

ス
保険適応外の免疫療法を提供する場合は、原則として治験を含めた
臨床研究、先進医療の枠組みで行うこと。

提供する場合

〇 － －

セ
グループ指定を受ける地域がん診療病院の診療確保のための支援
等に関する人材交流計画を策定し、その計画に基づき人材交流を行
うこと。

②

ア
術中迅速病理診断が可能な体制を確保すること。なお、当該体制は
遠隔病理診断でも可とする。

△ － －

イ
術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランス
を実施することが望ましい。

○ － －

ウ
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力によ
り手術療法を提供する体制を整備すること

③

ア
強度変調放射線治療に関して、地域の医療機関と連携すると共に、
役割分担を図ること。

実施する場合

〇
－ －

イ
核医学治療や粒子線治療等の高度な放射線治療について、患者に
情報提供を行うとともに、必要に応じて適切な医療機関へ紹介する
体制を整備すること。

実施する場合

〇
－ －

ウ
第三者機関による出力線量測定を行い、放射線治療の品質管理を
行うこと。なお、基準線量の±５％の範囲を維持することが望ましい。

実施する場合

〇
－ －

エ
緩和的放射線治療について、患者に提供できる体制を整備するこ
と。

実施する場合

〇
－ －

キ

手術療法の提供体制

放射線治療の提供体制
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地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

オ
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力によ
り放射線治療を提供する体制を整備すること。

④

ア

（３）の①のイに規定する外来化学療法室において、専門資格を有す
る看護師を中心として、治療の有害事象を含めた苦痛のスクリーニ
ングを行い、主治医と情報を共有し、適切な治療や支援を行うこと。
なお、整備体制について、がん患者とその家族に十分に周知するこ
と。

〇 － －

イ
急変時等の緊急時に（３）の①のイに規定する外来化学療法室にお
いて薬物療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保す
ること。

〇 △ △

ウ
薬物療法のレジメン（治療内容をいう。以下同じ。）を審査し、組織的
に管理する委員会を設置すること。なお、当該委員会は、必要に応じ
て、キャンサーボードと連携協力すること。

〇 ○ ○

エ

地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、そのグループ
指定先の地域がん診療病院が標準的な薬物療法を適切に提供でき
るよう、レジメンの審査等において地域がん診療病院を支援し、連携
協力により薬物療法を提供する体制を整備すること。

⑤

ア

（２）の①のオに規定する医師及び（２）の②のウに規定する看護師
等を構成員とする緩和ケアチームを整備し、当該緩和ケアチームを
組織上明確に位置付けるとともに、がん患者に対し適切な緩和ケア
を提供すること。

〇 ○ ○

イ
緩和ケアががんと診断された時から提供されるよう、がん診療に携
わる全ての診療従事者により、緩和ケアが提供される体制を整備す
ること。

〇 △ －

緩和ケアががんと診断された時から提供されるよう、アに規定する緩
和ケアチームにより、以下の緩和ケアが提供される体制を整備する
こと。

〇 △ －

ⅰ 週１回以上の頻度で、定期的に病棟ラウンド及びカンファレンスを
行い、適切な症状緩和にについて協議すること。なお、当該病棟ラウ
ンド及びカンファレンスについて主治医や病棟看護師等に情報を共
有し、必要に応じて参加を求めること。

〇 ○ －

ⅱ　（２）の①のオに規定する身体症状の緩和に携わる専門的な知
識及び技能を有する医師は、手術療法・薬物療法・放射線治療等、
がん診療に関するカンファレンス及び病棟回診に参加し、適切な助
言を行うとともに、必要に応じて共同して診療計画を立案すること。ま
た、（２）の①のオに規定する精神症状の緩和に携わる専門的な知識
及び技能を有する医師に関しても、がん診療に関するカンファレンス
及び病棟回診に参加することが望ましい。

〇 △
前段のみ

－

ⅲ　（２）の②のウに規定する看護師は、苦痛のスクリーニングの支
援や専門的緩和ケアの提供に関する調整等、外来・病棟の看護業
務を支援・強化すること。また、主治医及び看護師等と協働し、必要
に応じてがん患者カウンセリングを実施すること。

〇 〇 －

ⅳ　緩和ケアに係る診療や相談支援の件数及び内容、医療用麻薬
の処方量、苦痛のスクリーニング結果など、院内の緩和ケアに係る
情報を把握・分析し、評価を行い、緩和ケアの提供体制の改善を図
ること。

〇 〇 －

ⅴ　がん疼痛をはじめとするがん患者の苦痛に対して、必要に応じて
初回処方を緩和ケアチームで実施する等、院内の診療従事者と連携
し迅速かつ適切に緩和する体制を整備すること。

〇 〇 －

薬物療法(H30改正前化学療法)の提供体制

緩和ケアの提供体制

ウ
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地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

エ

外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。
なお、「外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制」とは、医
師による全人的かつ専門的な緩和ケアを提供する定期的な外来を
指すものであり、疼痛のみに対応する外来や、診療する曜日等が定
まっていない外来は含まない。また、外来診療日については、外来診
療表等に明示し、患者の外来受診や地域の医療機関の紹介を円滑
に行うことができる体制を整備すること。

〇
△

前段のみ
△

前段のみ

オ

医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師か
らの説明とともに薬剤師や看護師等による服薬指導を実施し、その
際には自記式の服薬記録を整備活用することにより、外来・病棟を
問わず医療用麻薬等を自己管理できるよう指導すること。

〇 〇 －

院内の医療従事者とアに規定する緩和ケアチームとの連携を以下に
より確保すること。

〇 △ －

ⅰ アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順
には、医師だけではなく、看護師や薬剤師など他の診療従事者から
も依頼できる体制を確保すること。

〇 〇 －

ⅱ アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順
など、評価された苦痛に対する対応を明確化し、院内の全ての診療
従事者に周知するとともに、患者とその家族に緩和ケアに関する診
療方針を提示すること。

〇 〇 －

ⅲ がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアの提供について
診療従事者の指導にあたるとともに緩和ケアの提供体制についてア
に規定する緩和ケアチームへ情報を集約するため、緩和ケアチーム
と各部署をつなぐリンクナース（医療施設において、各種専門チーム
や委員会と病棟看護師等をつなぐ役割をもつ看護師のことをいう。以
下同じ。）を配置することが望ましい。

○ － －

キ
患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニングを
含めた意思決定支援を提供できる体制を整備すること。

〇 － －

ク
アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場
所での掲示や入院時の資料配布等により、がん患者及び家族に対
しわかりやすく情報提供を行うこと。

〇 〇 〇

ケ
かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師がアに規定す
る緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する
療養上必要な説明及び指導を行うこと。

〇 〇 〇

コ
緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど、地
域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備
すること。

〇 〇 〇

⑥

ア

地域の医療機関から紹介されたがん患者の受け入れを行うこと。ま
た、がん患者の状態に応じ、地域の医療機関へがん患者の紹介を
行うこと。その際、緩和ケアの提供に関しては、当該医療圏内の緩和
ケア病棟や在宅緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリストを
作成する等、患者やその家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制
について情報提供できる体制を整備すること。

〇
△

(緩和ケア以
降)

△
(緩和ケア以降
の記載なし)

イ

病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線治療、薬物療
法又は緩和ケアの提供に関する相談など、地域の医療機関の医師
と診断及び治療に関する相互的な連携協力体制・教育体制を整備
すること。

〇
△

（教育体制な
し）

△
（教育体制なし）

ウ
当該医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該圏域内の医
療機関やがん患者等に対し、情報提供を行うこと。

〇 － －

カ

地域連携の推進体制（H30改正前病病連携・病診連携の協力体制）
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地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

エ
がん患者に対して、周術期の口腔健康管理や、治療中の副作用・合
併症対策、口腔リハビリテーションなど、必要に応じて院内又は地域
の歯科医師と連携することが望ましい。

○ － －

オ

我が国に多いがんその他必要ながんについて、地域連携クリティカ
ルパス（がん診療連携拠点病院等と地域の医療機関等が作成する
診療役割分担表、共同診療計画表及び患者用診療計画表から構成
されるがん患者に対する診療の全体像を体系化した表をいう。以下
同じ。）を整備すること。

〇５大がん 〇５大がん 〇５大がん

カ

地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での
退院に努め、症状緩和に係る院内クリティカルパスに準じた地域連
携クリティカルパスやマニュアルを整備するなど、院内での緩和ケア
に関する治療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備するこ
と。

〇 〇 －

キ

退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携により療
養場所等に関する意思決定支援を行うとともに、必要に応じて地域
の在宅診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレンスを
実施すること。

〇 〇 －

ク

当該医療圏において、地域の医療機関や在宅診療所等の医療・介
護従事者とがんに関する医療提供体制や社会的支援のあり方につ
いて情報を共有し、役割分担や支援等について議論する場を年１回
以上設けること。なお、その際には既存の会議体を利用する等の工
夫を行うことが望ましい。

△ － －

⑦

ア

我が国に多いがんその他当該施設で対応可能ながんについて、手
術療法、放射線治療、薬物療法又は緩和ケアに携わる専門的な知
識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオンを提示する体制を
整備すること。また地域がん診療病院とグループ指定を受けている
場合には、地域がん診療病院と連携しセカンドオピニオンを提示する
体制を整備すること。

〇 〇 〇

イ

がん患者とその家族に対して診療に関する説明を行う際には、他施
設におけるセカンドオピニオンの活用についても説明を行う体制を整
備すること。その際、セカンドオピニオンを求めることにより不利益を
被ることがない旨を明確に説明する体制を整備すること。

〇 〇 －

(2)

本指針において、専従とは、当該診療の実施日において、当該診療
に専ら従事していることをいう。この場合において、「専ら従事してい
る」とは、その就業時間の少なくとも８割以上、当該診療に従事してい
ることをいう。また、専任とは、当該診療の実施を専ら担当しているこ
とをいう。この場合において、「専ら担当している」とは、担当者となっ
ていればよいものとし、その他診療を兼任していても差し支えないも
のとする。ただし、その就業時間の少なくとも５割以上、当該診療に
従事している必要があるものとする。

①

ア
当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有す
る手術療法に携わる常勤の医師を１人以上配置すること。

原則常勤
△

－ －

イ
専任の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の
医師を１人以上配置すること。

原則常勤
△専任ではない － －

ウ
専従の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の
医師を１人以上配置すること。

（実施する場合）
　原則常勤

△専従ではない
他機関から協力を

得られる体制

（実施する場合）
　常勤指定無

△他機関から協力
を得られる体制

（実施する場合）
　常勤指定無

△他機関から協力を
得られる体制

専門的な知識及び技能を有する医師の配置

セカンドオピニオンの提供体制

診療従事者
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地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

エ
専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医
師を１人以上配置すること。

常勤
△

専任が望ましい

原則常勤
△

専従ではない

原則常勤
△

専従ではない

（１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和
に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を１人以上配
置すること。なお、当該医師は専従が望ましい。また、当該医師は緩
和ケアに関する専門資格を有する者であることが望ましい。

常勤
△

専任が望ましい

常勤複数
△

専任ではない

常勤複数
△

専任ではない

（１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わ
る専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を１人以上配置するこ
と。なお、当該医師については、専任であることが望ましい。

常勤指定無
△

配置が望ましい
－ －

カ
専従の病理診断に携わる常勤の医師を１人以上配置すること。な
お、当該病理診断には、病理解剖等の病理診断に係る周辺業務も
含むものとする。

原則常勤
△

専従ではない

常勤指定無
△他機関から協力

を得られる体制

常勤指定無
△他機関から協力を

得られる体制

キ

医師・歯科医師・薬剤師調査に基づく当該医療圏の医師数（病院の
従事者）が概ね300人を下回るがん医療圏においては、2022年3月31
日までの間、イ、ウ、カに規定する専門的な知識及び技能を有する医
師の配置は必須条件としないが、以下の要件を満たすこと。
ⅰ　専任の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する医
師１人以上配置すること。なお、当該医師については、原則として常
勤であること。
ⅱ　専従の病理診断に携わる医師を１人以上配置すること。なお、当
該病理診断には、病理解剖等の病理診断に係る周辺業務を含むも
のとする。

岡山・倉敷だ
から該当しな
いから、－

－ －

②

専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を１人以上配置
すること。なお、当該技師を含め、２人以上の放射線治療に携わる診
療放射線技師を配置することが望ましい。また、当該技師は放射線
治療に関する専門資格を有するものであることが望ましい。

（実施する場合）
常勤

△
専従ではない

（実施する場合）
常勤指定無

△
専従ではない

（実施する場合）
常勤指定無

△
専従ではない

専任の放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照
射計画補助作業等に携わる常勤の技術者等を１人以上配置するこ
と。なお、当該技術者は医学物理学に関する専門資格を有するもの
であることが望ましい。

（実施する場合）

原則常勤
△

専任でない

（実施する場合）
常勤指定無

△
専任ではない

（実施する場合）
常勤指定無

△
専任ではない

放射線治療室に専任の常勤看護師を配置を１人以上配置すること。
なお、当該看護師は放射線治療に関する専門資格を有する者である
ことが望ましい。

（実施する場合）

常勤指定無
△

配置が望ましい

－ －

専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬
剤師を１人以上配置すること。なお、当該薬剤師はがん薬物療法に
関する専門資格を有するものであることが望ましい。

常勤
△

専任が望ましい

常勤
△

専任ではない

常勤
△

専任ではない

（３）の①のイに規定する外来化学療法室に、専従の薬物療法に携
わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を１人以上配置
すること。なお、当該看護師はがん看護又はがん薬物療法に関する
専門資格を有する者であることが望ましい。

常勤
△

専任が望ましい

常勤
△

専従ではない
化学療法室でな

い

常勤
△

専従ではない
化学療法室でない

専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者

オ

ア

イ
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地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

（１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わ
る専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を１人以上配置す
ること。なお、当該看護師はがん看護又は緩和ケアに関する専門資
格を有する者であること。

常勤
△

専任が望ましい
専門資格を有す
る者が望ましい

常勤
△

専従ではない

常勤
△

専従ではない

（１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師を１人以
上配置することが望ましい。なお、当該薬剤師は緩和薬物療法に関
する専門資格を有する者であることが望ましい。

○
△

専門資格無
△

専門資格無

（１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームに協力する医療心理に携
わる者を１人以上配置することが望ましい。なお、当該医療心理士に
携わる者は、公認心理師又はそれに準ずる専門資格を有する者で
あることが望ましい。

○
△

専門資格無
△

専門資格無

（１）の⑤のアに規定する緩和ケアチームに協力する相談支援に携
わる者を１人以上配置することが望ましい。当該相談支援業務に携
わる者については、社会福祉士等であることが望ましい。

○ － －

エ
専任の細胞診断に係る業務に携わる者を１人以上配置すること。な
お、当該診療従事者は細胞診断に関する専門資格を有する者であ
ることが望ましい。

配置
△

専任が望ましい

△
配置が望ましい

△
配置が望ましい

③

ア
がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、各
診療科の医師における情報交換・連携を恒常的に推進する観点か
ら、各診療科が参加する話し合いの場等を設置することが望ましい。

〇 〇 〇

イ

地域がん診療連携拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医
療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動
実績等を定期的に評価し、当該医師がその専門性を十分に発揮でき
る体制を整備すること。なお、当該評価に当たっては、手術・放射線
治療・薬物療法の治療件数（放射線治療・薬物療法については、入
院・外来ごとに評価することが望ましい。）、紹介されたがん患者数そ
の他診療連携の実績、論文の発表実績、研修会・日常診療等を通じ
た指導実績、研修会・学会等への参加実績等を参考とすること。

〇 〇 〇

(3)

①

ア
放射線治療に関する機器を設置すること。ただし、当該機器は、リニ
アックなど、体外照射を行うための機器であること。

（実施する場合）
〇

（実施する場合）
〇

〇
連携可

イ 外来化学療法室を設置すること。 〇 〇 △

ウ 原則として集中治療室を設置すること。 △ △ △

エ
白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置するこ
と。

専門の場合
〇

専門の場合
〇

専門の場合
〇

オ
術中迅速病理診断を含めた病理診断が実施可能である病理診断室
を設置すること。

△ － －

カ

病棟、外来、イに規定する外来化学療法室等に、集学的治療等の内
容や治療前後の生活における注意点などに関して、冊子や視聴覚
教材などを用いてがん患者及びその家族が自主的に確認できる環
境を整備すること。

〇 － －

医療施設

その他

専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置

ウ
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地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

キ
がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場を
設けること。

〇 △ △

②

敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。 〇 〇 〇

２

３

(1)

「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指
針」（平成29年12月１日付け健発1201第２号厚生労働省健康局長通
知の別添）に準拠し、当該医療圏においてがん診療に携わる医師を
対象とした緩和ケアに関する研修を、都道府県と協議の上、開催す
ること。また、自施設に所属する臨床研修医及び１年以上自施設に
所属するがん診療に携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する
体制を整備し、受講率を現況報告において、報告すること。また、医
師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の診療従事者に
ついても受講を促すことが望ましい。なお、研修修了者について、患
者とその家族に対してわかりやすく情報提供すること。

△
拠点病院等が
実施する研修
会に積極的に
参加・協力す
ること

△
拠点病院等が
実施する研修
会に積極的に
参加・協力す
ること

△
拠点病院等が実
施する研修会に
積極的に参加・
協力すること

(2)
連携する地域の医療施設におけるがん診療に携わる医師に対して、
緩和ケアに関する研修の受講勧奨を行うこと。

○ － －

(3)

（１）のほか、原則として、当該医療圏においてがん医療に携わる医
師等を対象とした早期診断、副作用対応を含めた放射線治療・薬物
療法の推進及び緩和ケア等に関する研修を実施すること。なお、当
該研修については、実地での研修を行うなど、その内容を工夫する
ように努めること。

△拠点病院等
が実施する研
修会に参加・
協力すること

△拠点病院等
が実施する研
修会に参加・
協力すること

△拠点病院等が
実施する研修会
に参加・協力する
こと

(4)
診療連携を行っている地域の医療機関等の診療従事者も参加する
合同のカンファレンスを毎年定期的に開催すること。

〇 〇 〇

(5)
院内の看護師を対象として、がん看護に関する総合的な研修を定期
的に実施すること。

△ － －

(6)
医科歯科連携による口腔健康管理を推進するために、歯科医師等
を対象として、がん患者の口腔健康管理等の研修の実施に協力する
ことが望ましい。

〇 － －

敷地内禁煙等

診療実績

研修の実施体制

（１）

①または②を概ね満たすこと。なお、同一医療圏に複数の地域拠点
病院を指定する場合は、①の項目をすべて満たすこと。
　①以下の項目をそれぞれ満たすこと
　　ア 院内がん登録数（入院、外来は問わない自施設
        初回治療分）年間500件以上
    イ 悪性腫瘍の手術件数 年間400件以上
    ウがんに係る薬物療法のべ患者数 年間1,000人以上
    エ放射線治療のべ患者数　年間200人以上
　　オ緩和ケアチームの新規介入患者数　年間50人以上
　②当該医療圏に居住するがん患者のうち、２割程度について
　　 診療実績があること。
※この場合の診療実績は、各施設の年間新入院がん患者数のうち
当該二次医療圏に居住している者を分子とし、患者調査の「病院の
推計退院患者数（患者住所地もしくは施設住所地）、二次医療圏×
傷病分類別」の当該二次医療圏の悪性新生物の数値を12倍したも
のを分母とする。分子の数値は、がん診療連携拠点病院現況報告
の数値を用い、分母の数値には原則として患者調査の最新公開情
報を用いること。

△
以下の項目を
満たすこと
ア 院内がん
登録数（入
院、外来は問
わない自施設
初回治療分）
年間500件以
上
イ 悪性腫瘍の
手術件数 年
間200件以上
ウがんに係る
薬物療法のべ
患者数 年間
300人以上

△
以下の項目を
満たすこと
ア 院内がん
登録数（入
院、外来は問
わない自施設
初回治療分）
年間300件以
上
イ 悪性腫瘍の
手術件数 年
間100件以上
ウがんに係る
薬物療法のべ
患者数 年間
100人以上

△
がん診療連携拠
点病院が整備さ
れている２次保
健医療圏におい
ては、年間入院
がん患者数が、３
００人以上又は５
大がんのうちい
ずれかの年間院
内がん登録件数
が同圏内におい
て最多であること
が望ましい。

がん診療連携拠
点病院が整備さ
れていない２次
保健医療圏にお
いては、年間院
内がん登録件数
が同圏内におい
て最多であること
が望ましい。
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地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

４

(1)

　相談支援を行う機能を有する部門（なお、病院固有の名称との併記
を認めた上で必ず「がん相談支援センター」と表記すること）を設置
し、①から⑧の体制を確保した上で、当該部門においてアからチまで
に掲げる業務を行うこと。なお、院内の見やすい場所に相談支援セ
ンターによる相談支援を受けられる旨や、相談支援センターの場所、
対応可能な時間帯についての掲示をする等、相談支援センターにつ
いて積極的に周知すること。

〇 〇 〇

①
国立がん研究センターがん対策情報センターによる「相談支援セン
ター相談員研修・基礎研修」（１）～（３）を修了した専従及び専任の相
談支援に携わる者をそれぞれ１人ずつ配置すること。

△
専任１名

研修修了者が
望ましい

△１名
国立がん研究
センターの研修

を修了者

△１名
国立がん研究セン
ターの研修を修了

が望ましい

②

院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及び
その家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応す
る体制を整備すること。また、相談支援に関し十分な経験を有するが
ん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。

〇 〇 〇

③

相談支援について、都道府県協議会等の場での協議を行い、都道
府県拠点病院、地域拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療
病院の間で情報共有や役割分担を含む協力体制の構築を行う体制
を確保すること。

〇 〇 －

④
相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備するこ
と。

ア
外来初診時等に主治医等から、がん患者及びその家族に対し、相談
支援センターについて説明する等、診断初期の段階から相談支援セ
ンターの周知が図られる体制を整備すること。

〇 －

イ
地域の医療機関に対し、相談支援センターに関する広報を行うこと。
また、地域の医療機関からの相談依頼があった場合に受け入れ可
能な体制を整備することが望ましい。

〇 －

⑤
相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバックを
得る体制を整備することが望ましい。

〇 － －

⑥
患者からの相談に対し、必要に応じて院内の医療従事者が対応でき
るように、相談支援センターと院内の医療従事者が協働すること。

〇 － －

⑦
相談支援センターの支援員は、Ⅳの２の（３）に規定する当該都道府
県にある都道府県拠点病院が実施する相談支援に携わる者を対象
とした研修を受講すること。

〇 － －

⑧
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力によ
り相談支援を行う体制を整備すること。

情報の収集提供体制

がん相談支援センター

体制整備の
み。詳細なし
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地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

ア
がんの病態や標準的治療法等、がんの治療に関する一般的な情報
の提供

〇 〇 〇

イ がんの予防やがん検診等に関する一般的な情報の提供 〇 〇 〇

ウ
自施設で対応可能ながん種や治療法等の診療機能及び、連携する
地域の医療機関に関する情報の提供

〇 〇 〇

エ セカンドオピニオンの提示が可能な医師や医療機関の紹介 〇 〇 〇

オ がん患者の療養生活に関する相談 〇 〇 〇

カ
就労に関する相談（産業保健総合支援センターや職業安定所等との
効果的な連携による提供が望ましい。）

〇 〇 －

キ
地域の医療機関におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する
情報の収集、提供

〇 〇 〇

ク アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する相談 〇 〇 〇

ケ  ＨＴＬＶ－１関連疾患であるＡＴＬに関する相談 〇 〇 〇

コ
医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や
患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援

〇 〇

サ
相談支援に携わる者に対する教育と支援サービス向上に向けた取
組

〇 〇

シ その他相談支援に関すること 〇 〇 〇

ス がんゲノム医療に関する相談

セ 希少がんに関する相談

ソ
ＡＹＡ世代にあるがん患者に対する治療療養や就学、就労支援に関
する相談

タ がん治療に伴う生殖機能の影響や、生殖機能の温存に関する相談

チ その他自施設では対応が困難である相談支援に関すること

(2)

①

がん登録等の推進に関する法律（平成25年法律第111号）第44条第
１項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針
（平成27年厚生労働省告示第470号）に即して院内がん登録を実施
すること。

〇 〇 〇旧通知にて

②

院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にすること。当該
病院の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護師及び診療
情報管理士等から構成され、当該病院における院内がん登録の運
用上の課題の評価及び活用に係る規定の策定等を行う機関を設置
すること。

〇 － －

③

専従で、院内がん登録の実務を担う者として、国立がん研究センター
が提供する研修で中級認定者の認定を受けている者を１人以上配
置すること。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん
登録に係るマニュアルに習熟すること。

△
専任

中級認定者が
望ましい

△
△

研修修了者が望
ましい

※業務内容については、相談支援センターと別部門で実施されることもあることから、その場合にはその旨を掲示し必
要な情報提供をおこなうこと。

－

○ － －

＜相談支援センターの業務＞以下に示す項目について自施設において提供てきるようにすること。

以下の示す項目については自施設での提供が難しい場合には、適切な医療機関に紹介すること。

院内がん登録
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地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

④
院内がん登録の登録様式については、国立がん研究センターが提
示する院内がん登録に係る標準様式に準拠すること。

〇 〇 〇旧通知にて

⑤ 適宜、登録対象者の生存の状況を確認すること。 〇 － －

⑥
院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん統計
等の算出等を行うため、毎年、国立がん研究センターに情報提供す
ること。

〇 〇 －

⑦
院内がん情報を取り扱うに当たっては、情報セキュリティーに関する
基本的な方針を定めることが望ましい。

〇 － －

⑧
院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策
等に必要な情報を提供すること。

〇 〇 〇

(3)

①

自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容について病
院ホームページ等でわかりやすく広報すること。また、がんゲノム医
療やＡＹＡ世代にあるがん患者への治療・支援についても、自施設で
提供できる場合はその旨を広報すること。

〇 △ △

②
院内がん登録数や各治療法についてのがん種別件数について、
ホームページ等での情報公開に努めること。

○ － －

③
地域を対象として、緩和ケアやがん教育をはじめとするがんに関する
普及啓発に努めること。

〇 〇 －

④
地域がん診療病院とグループ指定を受ける際には、連携先の地域
がん診療病院名やその連携内容、連携実績等について病院ホーム
ページ、パンフレット等で分かりやすく公表すること。

⑤

がん教育について、当該医療圏における学校や職域より依頼があっ
た際には、外部講師として医療従事者を派遣し、がんに関する正しい
知識の普及啓発に努めることが望ましい。なお、学校でのがん教育
を実施するに当たっては、児童・生徒へ十分な配慮を行うこと。

○ － －

５

(1） 政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究に協力すること。 〇 － －

(2) 臨床研究を行う場合は、次に掲げる事項を実施すること。

①
治験を除く臨床研究を行うに当たっては、臨床研究法（平成29年法
律第16号）に則った体制を整備すること。

実施の場合
〇

－ －

②
進行中の治験を除く臨床研究の概要及び過去の治験を除く臨床研
究の成果を広報すること。

実施の場合
〇

実施の場合
〇

実施の場合
〇

③
参加中の治験について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等
を広報することが望ましい。

実施の場合
〇

実施の場合
〇

実施の場合
〇

④ 臨床研究コーディネーター（ＣＲＣ）を配置することが望ましい。
実施の場合

〇
－ －

⑤
患者に対して治験も含めた臨床研究、先進医療、患者申出療養等に
関する適切な情報提供を行うとともに、必要に応じて適切な医療機
関に紹介すること。

実施の場合
〇

－ －

情報提供・普及啓発（H30改正前　その他）

臨床研究及び調査研究
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地域がん診療連携拠点病院指定要件
推進病院
（R1改正）

推進病院
（H27改正未）

推進病院
（現行）

６

(1)

自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況
の他、がん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を
院内の関係者で共有した上で、組織的な改善策を講じること。なお、
その際には、Quality Indicator(以下「ＱＩ」という。)の利用や、第三者
による評価、拠点病院間の実地調査等を用いる等、工夫をすること。

〇 － －

(2)

これらの実施状況につき都道府県拠点病院を中心に都道府県内の
がん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院に
おいて、情報共有と相互評価を行うとともに、地域に対してわかりや
すく広報すること。

〇 － －

７

(1)

組織上明確に位置づけられた医療に係る安全管理を行う部門（以下
「医療安全管理部門」という。）を設置し、病院一体として医療安全対
策を講じること。また、当該部門の長として常勤の医師を配置するこ
と。

〇 － －

(2)
医療に係る安全管理を行う者（以下「医療安全管理者」という。）とし
て（１）に規定する医師に加え、専任で常勤の薬剤師及び専従で常勤
の看護師を配置すること。

常勤
△

専任が望ましい
－ －

(3) 医療安全管理者は、医療安全対策に係る研修を受講すること。 △ － －

(4)
医療に係る安全管理の体制及び取り組み状況について、第三者に
よる評価や拠点病院間での実地調査等を活用することが望ましい。

○ － －

(5)
当該施設で未承認新規医薬品の使用や承認薬の適応外使用を行う
場合や高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合について
は、以下の体制を整備すること。

①
当該医療の適応の安全性や妥当性、倫理性について検討するため
の組織（倫理審査委員会、薬事委員会等）を設置し、病院として事前
に検討を行うこと。

実施する場合
〇

－ －

②
事前検討を行い、承認された医療を提供する際には、患者・家族に
対し適切な説明を行い、書面での同意を得た上で提供すること。

実施する場合
〇

－ －

③ 提供した医療について、事後評価を行うこと。
実施する場合

〇
－ －

(6)
医療安全のための患者窓口を設置し、患者からの苦情や相談に応じ
られる体制を確保すること。

〇 － －

ＰＤＣＡサイクルの確保

医療に係る安全管理
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